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韓国における食品寄附の実態及び食品廃棄物・

食品ロス削減に関する制度的対応についての調査業務

報告書

令和５年３月

令和４年度消費者庁請負業務

※本報告書では韓国の法律や制度（食品寄附活性化法及び施行令等）を日本語で整理しているが、
いずれも仮訳である点にご留意いただき、必要に応じて巻末の対訳表を参照いただくと共に、原文をご確認いただくようお願い致します。

※法律や法制度は随時改訂がされていることから、巻末の出典情報を参照いただき、最新版をご確認いただくようお願い致します。
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１－１．背景と目的

１．調査概要

◼ 調査背景

⚫ 「食品ロスの削減の推進に関する法律」第19条第３項では、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任

の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとされている。

⚫ 令和２年度に実施した「諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査業務（以下「令和２年度調査」という。）」に

よって、アメリカやオーストラリアでは寄附した食品に起因する事故・損害等が発生した場合の免責制度が定められており、フ

ランスについては、フードバンク団体に対して民間保険の活用を推奨しているなど、諸外国における食品寄附促進策の実態

を把握することができた。

⚫ 一方、令和２年度調査の調査対象国に含まれていない韓国では、食品の寄附やフードバンク活動に関する法整備として、

2006年に制定された「食品寄附活性化法」に基づき、寄附した食品に起因する事故・損害等が発生した場合の免責制

度やフードバンク団体等に対しての損害保険加入の義務付けが定められている。

また、韓国では、住宅における食品廃棄物の回収について、2010年から食品廃棄物の従量課金制度が開始されるなど、

食品廃棄物・食品ロスに関する制度的な対応がなされている。

◼ 調査目的

⚫ 本事業においては、韓国における「食品寄附活性化法」の制定に関する経緯や制定後の運用実態に加えて、

食品廃棄物・食品ロス削減に関する制度的な対応について調査を実施するとともに、我が国で同様の制度を導入する際の

課題等を整理する。
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１－２．調査項目・本報告書の構成

１．調査概要

◼ 本調査では以下項目の調査を実施した。
表 最終報告書の構成

内容

2-1 韓国の食品寄附・フードバンクの特徴

2-2 食品の提供・寄附に関する文化的な背景 提供や寄附の目的や背景、存在した課題

2-3 食品寄附活性化法の制定までの経緯、制定後の歴史 きっかけ、制定に向けた動き（制定の主体、検討過程）

2-4 食品寄附活性化法の制度概要

・制度概要

・法改正による制度変化の調査（主要な改正について、その背景と内容）

・政府および自治体の支援等の可能な範囲

2-5 フードバンク活動に関する免責規定
・免責規定の内容

・効果の分かる関連データ（訴訟の件数）

2-6 フードバンク団体（第３条に基づいて届出を行った事業者）の保険加入

・保険加入義務付けの内容

・保険の内容や加入料の相場

・保険加入にあたっての政府および自治体の支援等の可能な範囲

2-7 税制上の優遇措置について ・寄付金一般の税制上の優遇措置

2-8 食品以外の品目の提供・寄附に関する免責等
・免責の規定等の有無

・具体の品目のほか、対象設定の考え方 等

2-9 食品寄附活性化に対する政策的な介入効果の既往研究 ・効果の分かる関連データ

3-1 フードバンクシステムの概要・連携

・関係機関（行政機関、フードバンク、困窮者団体など）の連携状況

・連携による効果（互いの支援対象の発掘）

・フードバンク団体の体制支援策

3-2 フードバンク活動の規模や実態

・フードバンクへの食品の提供件数及びその量

・フードバンクによる食品の配布件数及びその量（学校や福祉施設等の種別ごとの整理）

・フードバンクの認知度

・効果の分かる関連データ（寄附数の推移）

3-3 食品の受入に係る基準 ・受入時の基準（賞味期限切れの食品を受け付けているか等）、その根拠 等

3-4 食品等の寄附に関する促進策 ・政府・行政、事業者等が連携したマッチングシステムや情報共有の仕組みの有無、基盤整備の状況

3-5 韓国フードバンクシステムの国際展開

3-6 コロナ禍におけるフードバンクの活動状況 コロナ禍によるフードバンクへの影響についても調査する。

4-1 食品廃棄物の削減・資源化に関する法律や制度 ・食品廃棄物削減に関する計画・目標、法律、政府の施策

4-2 食品廃棄物の定義と発生状況
・食品廃棄物の定義の整理

・発生量や削減目標（根拠含む）

4-3 家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要 ・制度概要　　・罰則の有無　・分別処理の詳細など

4-4 家庭系食品廃棄物の従量課金制度の運用実態 ・運用の実態　・施策による食品廃棄物の削減効果

4-5 食品廃棄物のリサイクル制度の運用実態 ・運用の実態

4
韓国の食品廃棄物

政策の特徴

大項目 小項目

2
韓国の食品寄附に

関する法制度

3
韓国のフードバンク

活動の実態
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２－１．韓国の食品寄附・フードバンクの特徴

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 小関（2018）によると、アジア諸国では日本・韓国に限らず、台湾、香港、シンガポール等でも近年フードバンク活動が盛んに

なっているが、その中でも韓国は「政府主導で極めて短期間に全国規模でフードバンクの体系を構築するという、他国にみら

れない特異な経緯をたどった例」と評価されている。＊

◼ 韓国のフードバンクに関する法制度・体制の整備としては、以下が特徴として挙げられている。

本調査では、このような特徴を規定した「食品寄附活性化法」について制定の背景や法律の概要を整理した。

⚫ 食品寄附の100%損金算入／所得控除

⚫ 事故発生時の免責規定（寄附食品の提供者及びフードバンク団体は、刑事責任の減刑又は免除。）

⚫ フードバンク運営管理データベースシステムの構築・運営

⚫ 全国的な食品物流センターの開設・運営

⚫ 利用者保護を目的に、フードバンク団体に対する「生産物賠償責任保険」の加入義務と保険料負担

⚫ 各フードバンクの運営費・人件費・設備費の補助

⚫ フードバンクの業務マニュアル・評価マニュアルの策定、衛生管理・実務者教育

◼ なお、韓国のフードバンクは、1998年のフードバンクの設立以降、２種類のフードバンクが共存している。

本調査では主に「政府系のフードバンク」に主眼を置き、制度や実態を整理した。

① 政府の業務委託・支援によって運営されている政府系のフードバンク（※実務は民間団体に委託されている）

② 大韓聖公会によって政府の補助なしに独自に運営されている民間のフードバンク
（※1998年、ソウルYMCA・YWCA、大韓曹渓宗社会福祉財団、大韓聖公会、韓国キリスト教長老会総会本部、機張福祉財団など６つの宗教団体に

よって、「食料分け合い運動協議会」が結成した。現在も活動を続ける民間のフードバンクは、大韓聖公会による取組に限られる。）

＊小林（2019）も「韓国のフードバンクは政府の直接的な支援の下、フォーマルケアとして発展してきた点に特徴がある」と評価されている等、同様の評価は多数見受けられる。

（出所）小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）フードバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 明石書店
p.149-168、小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72
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２－２．食品の提供・寄附に関する文化的な背景

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 各国の寄附文化の定着度合いを示す指標の一つとして、World Giving Index(WGI)が挙げられる。

これは、見知らぬ人への支援、金銭の寄附、時間の寄附（ボランティア労働）の同意スコアから求められる指標であるが、

2002年の韓国における寄附行動の順位は88位であり、欧米諸国に比べても低い。

◼ 小林（2019）はWGIを基に、 「韓国ではアメリカのような自発的に寄付する文化が十分なかった」と評価している。

韓国のフードバンク活動が今日広く展開されている背景には、文化面の特殊要因は無いと整理され、

政策的な介入によってフードバンクを普及させることが可能だと示唆する事例として取り上げられている。（５－１参照）

総合
見知らぬ人
への支援

金銭の寄附 時間の寄附

韓国（2022年） 88位 53% 36% 16%

韓国（2015年） 65位 50% 34% 21%

米国（2022年） 3位 80% 61% 37%

米国（2015年） 2位 75% 63% 44%

表 World Giving Indexの比較（韓国、米国）

（出所）Charities Aid Foundation「World Giving Index 2022」（2022年） 、
Charities Aid Foundation「World Giving Index 2015」（2015年）を参考にMURC作成

（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72
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（出所）章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー 南九州大学研究報, Vol.40, pp.21-35

２－３．食品寄附活性化法の制定までの経緯、制定後の歴史（1/4）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 韓国におけるフードバンク活動の検討は、1990年代に開始された。当初は主に食品廃棄物の減量施策として検討されたもの

であったが、1997年のアジア通貨危機を契機に、保健福祉部が所管する社会福祉施策として本格的に導入・普及した。

◼ 2000年5月に韓国社会福祉協議会を中央フードバンクに指定（委託）し、

2000年12月には食品寄附を促進する立法の検討を開始。2006年3月に「食品寄附活性化法」が制定されるに至った。
表 韓国におけるフードバンクに関する主な歴史（1997年～2009年）

1997.12
- 環境部が「ごみ総合対策事業」で、残った飲食再利用運動の１
つとして、フードバンクの有効活用を掲げる
- ソウル市政開発研究院が「食品寄付センター」設置を提案

1998.01
廃棄物対策モデル事業として、全国4特別・広域市でフードバンク
事業を実施（ソウル、釜山/プサン、大邱/テグ、果川/グァチョン）

1997～
1998

アジア通貨危機
・韓国通貨が暴落し、国際通貨基金（IMF）から救済が入る
・失業率 ：1996年 2.0% → 1998年 6.8%
・貧困者数：1996年 760万人 → 1998年 920万人

1998.06 保健福祉部がフードバンク事業を100大国政策課題に盛り込む

1998.09 フードバンク専用電話設置、全国に事業を拡大

1999.05 フードバンク事業の総括部署が保健福祉部に移管

2000.05
- 保健福祉部が社会福祉協議会を、中央フードバンクに指定
（委託事業者として指定）
- 地方自治体でも福祉部署がフードバンクを担当することになる

2000.07
韓国保健社会研究院「社会的弱者階層の健康増進のためのFood 
Bank活性化方策研究」

2000.12 「食品寄附促進法」の立法予告

2001.01
- 税制改革（寄附金の優遇措置が認められる ２－７参照）
- 保健福祉部が「フードバンク事業長期発展計画」策定

2001.08 中央フードバンクがホームページを開設

2001.12 フードバンク設置数が200カ所に（中央1、広域16、地域183）

2002.02

環境部が「生ごみ減量・資源化推進計画」に、フードバンク事業を
盛り込む。フードバンク導入の必要性と、役割を強調。
「フードバンク事業は使い残った食材を必要な人に再分配する制度」
「フードバンク事業は生ごみ問題を超えて余剰資源を活用し社会弱
者を保護するという２つの視点から見なければならない」

2002.05 保健福祉部が民間福祉活性化のため、アメリカ・カナダを視察

2002.06 保健福祉部が民間福祉活性化のため、フランス・ドイツを視察

2002.07 フードバンク運営管理データベースシステムを整備

2004.04 環境部が「生ごみ廃棄物総合対策」でフードバンク事業拡大を計画

2006.03 「食品寄附活性化法」が制定

2006.09 「食品寄附活性化法」の施行令・施行規則の施行

2008.12 フードバンク設置数が300カ所に（中央1、広域16、地域285）

2009.02
- 全国初のフードマーケットが開設（ソウル特別市、25カ所）
- ソウル特別市寄附食品物流センターを開設（全国最大規模）

2009.09
中央寄附食品物流センターが開設（全国的物流拠点、大田/テ
ジョン広域市）

（上表は同出所を基に、MURC作成）

法律・施策の概要
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、 保健福祉部「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.7）、
中央寄附食品等支援センターHP 「歴史」 （いずれも2023年1月12日最終確認）

２－３．食品寄附活性化法の制定までの経緯、制定後の歴史（2/4）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 2010年以降は、食品寄附活性化法の一部改正や、2002年に整備された「フードバンク運営管理データベースシステム」の次

世代版の構築、「中央寄附食品等物流センター」の移転（大田/テジョン広域市→世宗/セジョン特別自治市）が実施された。

◼ 2019年にはアジア開発途上国に向けて、フードバンクのモデル事業等を開始（モンゴル、ベトナム）。

◼ 2020年の新型コロナウィルスの感染拡大後は、緊急食料支援事業や無人フードバンク開設のパイロット事業を開始している。

2011.04
食品寄附活性化法の一部改正
（第13条：法人が十分な注意・監督を行っている場合に、

法人に対する第12条の罰則の除外規定を追加。）

2012.03 農村地域の方向けに、移動式フードマーケットを開始

2013.06 The Global Foodbanking Networkへの加盟

2015.08 累計寄附額が１兆ウォン（約１千億円）を達成

2016.02
食品寄附活性化法の一部改正（２－４（2/6）参照）
（寄附対象を食品から家庭用品に拡大。寄附食品等支援センター
／기부식품등지원센터の指定等を追加。）

2018.03
食品寄附活性化法の一部改正（２－４（2/6）参照）
（寄附食品等の受領及び提供における、透明性確保の主体及び
方法の明確化。）

表 韓国におけるフードバンクに関する主な歴史（2010年～2019年）

2018.07
中央寄附食品等物流センター／기부식품등중앙물류센터 を、
世宗/セジョン特別自治市に移転

2019.01
アジア開発途上国で、フードバンクモデル事業を開始
（モンゴル、ベトナム）（３－５参照）

2019.10 アジア太平洋フードバンク会議の開催（18か国の参加）

2020.05
緊急食料支援事業「緊急フードパック／이머전시푸드팩」
パイロット事業の実施

2020.12 累計寄附額が２兆1,000億ウォン（約2.1千億円）を達成

2021.04 「無人フードバンク／무인푸드뱅크」パイロット事業の実施

2021.10
アジアフードバンク会議／아시아푸드뱅크 콘퍼런스の開催
（４か国の参加）

（上表は同出所を基に、MURC作成）

法律・施策の概要
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２－３．食品寄附活性化法の制定までの経緯、制定後の歴史（3/4）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ ホン・ミナら（2006）によると、フードバンクの全国展開を試みた当初は、韓国女性福祉連盟が全国フードバンク事業を担

当していた。しかし、韓国女性福祉連盟は、①事業領域が「女性福祉」に限定されている点、また②全国の統括組織としての

代表性や役割に限界があるという点が指摘され、韓国社会福祉協議会が、「中央フードバンク」の業務を担当することとなった。

⚫ 韓国社会福祉協議会は、事業領域が社会福祉全般であり、全国的な統括機能を持ち、代表性のある主体として、

考えられていると推察される。

◼ 韓国における社会福祉協議会の位置づけ

⚫ 社会福祉法の第33条（社会福祉協議会）にて、

「社会福祉に関する業務を遂行するために、全国単位の韓国社会福祉協議会と、広域市・道単位の社会福祉協議会を

設置し、必要な場合には市・郡・区レベルの社会福祉協議会を設置することができる。」と定められている。

⚫ また施行令にて、社会福祉に関する業務として、以下が挙がっている。

「社会福祉事業への寄附文化の醸成」

「（全国単位については）保健福祉大臣が委託する社会福祉協議会に関する事務」

「（広域市・道レベルについては）行政区の長及び全国単位の組織から委託を受けた社会福祉協議会に関する事務」

「（市・郡・区レベルについては）行政区の長及び全国単位の組織、広域市・道単位の組織から委託を受けた社会福祉

協議会に関する事務」

⚫ フードバンク活動についても、社会福祉法を根拠に、社会福祉協議会に委託が進んでいると考えられる。

委託の関係

（出所）ホン・ミナ、ヤン・イルソン、ジョミナ、カン・ヘスン（2006）政府主導・民間フードバンク事業の運営形態と特徴の分析, 大韓地域社会栄養学会誌,
Vol.11, No.5, pp.629-641、国立法律情報センターHP 「社会福祉法」（2023年1月24日最終確認）
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２－３．食品寄附活性化法の制定までの経緯、制定後の歴史（4/4）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 保健福祉部による「フードバンク活動」の捉え方

⚫ アジア通貨危機による社会的弱者の保護対策として、フードバンクを提唱。

教育人的資源部（現 教育部）も、親が失職・親がいない子供に食事を提供するために学校給食制度としてフードバンク

活動に積極的に関わっており、社会福祉施策として保健福祉部と共同提案を進めた。

⚫ フードバンク推進の目的を、「使用可能な食料資源の浪費予防と、社会の欠食問題を緩和するなど国民の社会福祉を向

上」することとしている。保健福祉部においても、フードバンク活動を社会福祉施策だけでなく、食料資源の有効利用とい

う環境施策の側面を含めて認識していたことも事実である。

⚫ なお、保健福祉部へのヒアリングによると、韓国のフードバンク活動は民間の「食べ物分かち合い運動」として始まった背景もあ

ることから、行政業務の一部を「業務委託」するものではなく、あくまで民間と行政が共に行う「協力事業」であると考えられて

いる。（インターネット調査では一部の自治体においてフードバンク活動の「民間委託／민간위탁」という表現も見受けられ、

事業の考え方や在り方と、文書上の事業形態は必ずしも一致しないとも推察される。）

◼ 小関（2018）は、「1997年の通貨危機を契機に政府は雇用保険や公的扶助の改革、国民皆保険・皆年金の実施を行

い、福祉国家としての制度を整えるにいたったものの、依然として政府の福祉支出は欧米諸国に比べて量的に少なく」、「生活

困窮者を充分に救済することができなかった」と整理している。このように、韓国では公的扶助の制度が充実していなかったこと

も、政府が緊急的な食料支援を促進させた背景の一つと考えられる。

発展の経緯

（出所）ホン・ミナ、ヤン・イルソン、ジョミナ、カン・ヘスン（2006）政府主導・民間フードバンク事業の運営形態と特徴の分析, 大韓地域社会栄養学会誌, Vol.11, No.5, 
pp.629-641、章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー 南九州大学研究報, Vol.40, pp.21-35、
小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）フードバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 明石書店 p.149-168
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２－４．食品寄附活性化法の制度概要（1/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 「食品寄附活性化法／식품등 기부 활성화에 관한 법률」 は、2006年3月24日に制定し、同年9月25日に施行された。
表 食品寄附活性化法の概要（2019年4月23日施行版）

（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、Korea Law Translation Center HP 「ACT ON ENCOURAGING THE DONATION OF FOOD」
（いずれも2023年1月12日最終確認）

法律の全体像

第１条
＜目的＞
寄附食品等（食品・家庭用品）を困窮者に提供することにより、社
会福祉の増進及び社会コミュニティ文化の普及を図ること。

第２条
＜用語の定義＞
寄附食品等、利用者、提供者、事業者を定義。

第３条

＜届出＞
・事業者は、事業所を管轄する自治体の長に対して、事業活動を届
出することが可能。ただし、年間に支給を受ける寄附食品が３億ウォ
ン（約３千万円）以上の事業者は届出が義務である。
届出には、所定の施設・設備・人員の保有が必要。
・届出が認められた場合は、「届出確認証明書」が発行される。

第３条の２

＜寄附食品等支援センターの指定等＞
・中央寄附食品等支援センター、広域寄附食品等支援センターの
選定対象、要件を規定。
・業務及び運営に関する定期評価を規定。

第４条
＜寄附食品等の提供事業＞
事業範囲を規定：(1)寄附の受入れ、寄附食品等の管理・提供、
(2)寄附促進のための広報活動、(3)その他付帯事業。

第５条

＜寄附食品等の受領及び提供＞
・事業者：寄附食品等の受領及び提供を帳簿で管理し、寄附を証
明する領収書や証拠書類を作成する必要がある。
・提供者、事業者：善良な管理者としての注意義務を果たし、安全
に寄附食品等取り扱う必要がある。

第６条
＜寄附食品等の無償提供＞
寄附食品等は無償で提供する必要がある。

第７条
＜国からの支援等＞（２－４（6/6）参照）
国及び地方自治体の責務と、支援可能な事項を明記。

第８条
＜民事及び刑事責任＞（２－５参照）
食品等の寄附に関する民事免責、刑事免責の内容を規定。

第９条
＜利用者の保護＞
・届出を実施した事業者は、損害保険に加入する必要がある。
・国及び地方自治体の責務と支援可能な内容を明記。

第９条の２

＜事業所の評価＞
・保健福祉大臣は、届出のある事業所に対し、安全管理の水準及
び寄附食品等の受領及び提供の透明性を確保する水準を定期評
価する。
・優れた事業所に対して、行政面及び財政面での支援が可能と規定。

第10条

＜監督等＞
提供者、事業者が「善良な管理者としての注意義務（第５条）」を
怠る、あるいは重大な衛生上の危害の恐れがある場合について、立ち
入り検査・照会や、指導・監督が可能な旨を規定。

第11条
＜是正命令等＞
指定基準に適合しない、責務や規定に違反する事業者に対し、改
善命令を行うことができる。

第12条
＜罰則＞
有償で寄附食品等を提供した者は（第６条に違反）、３年以下
の懲役または3,000万ウォン（約300万円）以下の罰金に処する。

第13条
＜譲歩条項＞
法人の従業員が第12条の違反を犯した場合、法人も罰則に処する。
ただし、十分な注意・監督を行っている場合はこの限りではない。

第14条

＜過料＞
・届出の責務を怠った者や寄附食品等の授受に関する台帳管理を
怠った者、指導・監督時に虚偽報告を実施した者等に対し、
300万ウォン（約30万円）以下の罰金を規定。

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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２－４．食品寄附活性化法の制度概要（2/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法は制定後、2016年、2018年に大きな改正が行われ、今日に至る。（表記等の修正が、他４回あり）

＜2016年の主な改正内容＞

⚫ 寄附事業の活性化を図るため、食品だけでなく「（衛生管理に要する）家庭用品」を寄附対象として拡大（第1条）

⚫ 寄附食品等の提供を効率的に推進するため、「寄附食品等支援センター」の選定・運営、定期評価を規定（第3条の2）

⚫ 寄附食品等の提供において、金銭の授受を禁止（第6条）

⚫ 地方財政法の改正により、法人や団体に対する運営費の助成に対して、法律に明確な根拠が求められたため、「寄附食品

等の提供事業に要する『運営費又は事業費』」と明確化（第7条）※改正前より、国や地方自治体による費用の一部負担は可能。

⚫ 寄附食品等の安全性の向上および寄附の活性化を図るため、保健福祉大臣が、事業所における施設、設備及び人員の

安全性および寄附食品の受領及び提供に関する運営水準を定期評価することを新たに規定する（第9条の2）

＜2018年の主な改正内容＞

⚫ 寄附食品等の受領及び提供における、透明性確保の主体及び方法の明確化（第5条）

改正前 提供者及び事業者は、寄附食品等の受領及び提供の過程において透明性を持って行う。

改正後
事業者は、寄附食品等の受領及び提供の台帳を保管し、寄附食品等の受領及び提供の過程の透明性を確保するため、
証拠書類を作成・保管しなければならない。

改正前
提供者及び事業者は、原則として利用者に寄附食品を無償で提供するものとする。
ただし、利用者から報酬を受け取る場合は、受領過程で生じた直接経費を超えないものとする。

改正後 提供者及び事業者は、利用者に対して、寄附食品等を無償で提供するものとする。

今日までの主な法改正の動き

（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」
（2016年2月3日改訂版、2018年3月27日改訂版における「制定・改正の理由／제정·개정이유」）（2023年1月12日最終確認）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、Korea Law Translation Center HP 「ACT ON ENCOURAGING THE DONATION OF FOOD」
（いずれも2023年1月12日最終確認）

２－４．食品寄附活性化法の制度概要（3/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 本法に関連する用語の定義は、以下のとおりである。（第２条および第２条第５項に関する大統領令）

⚫ 食品 ：すべての飲食物（医薬として摂取するものは除外）（食品衛生法第２条第１項による）

⚫ 家庭用品 ：洗剤や洗面用品等、個人の衛生管理において必要な物品（２－８参照）

⚫ 寄附食品等：生活困窮者を支援する目的で提供された、食品及び家庭用品。

⚫ 利用者 ：寄附食品等を利用する者

⚫ 提供者 ：利用者に寄附食品等を、直接または間接的に提供する者

⚫ 事業者 ：受領した寄附食品等の８割以上を利用者（自身が運営する社会福祉施設の利用者を除く）に

提供する者であって、少なくとも週３回かつ毎週60人以上に寄附食品等の提供事業を実施する者
※食品寄附活性化法において、「寄附」と「提供」の用語に明確な定義はない。本調査では、同法における「寄附」は「ドナーが、食品をフードバンク団体に渡す行為」を

主に指し、同法における「提供」は「寄附に加え、フードバンク団体が寄附食品を利用者に渡すことを含む行為」と整理したが、一部平仄が合わない部分もある。

◼ 食品寄附等の提供に関連する者は、以下のとおり分類される。（第２条、第３条、および関連する大統領令）

用語の定義、事業者の整理

提供者：利用者に寄附食品等を、直接または間接的に提供する者

事業者ではない提供者*：下記の規定よりも小規模に提供事業を実施する者 など
（「利用者に寄附食品等を間接的に提供する者」として、食品等の寄附を行う食品製造事業者や個人も含むと想定される）

事業者：受領した寄附食品等の８割以上を利用者（自身が運営する社会福祉施設の利用者を除く）に提供する者であって、
少なくとも週３回かつ毎週60人以上に寄附食品等の提供事業を実施する者

第３条に基づいて届出を行っていない事業者（※受領する寄附食品等の簿価が年間３億ウォン未満であれば、届出は任意）

第３条に基づいて届出を行った事業者**（「届出確認証明書」が得られる。）

義務で提出した事業者：受領する寄附食品等の簿価が年間３億ウォン（約３千万円）以上の事業者

任意で提出した事業者：受領する寄附食品等の簿価が年間３億ウォン（約３千万円）未満の事業者

（上表は同出所を基に、MURC作成）

表 食品寄附の提供に関連する者の分類

＊法律よりMURC解釈の上、整理。＊＊届出の提出先は、事業所の所在地を管轄する行政区の長（特別自治市の長、特別自治道の長、市/郡/区の長）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.55）

２－４．食品寄附活性化法の制度概要（4/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法第３条に基づいて届出を行った事業者は、「届出確認証明書」を授与される。

◼ 保健福祉部へのヒアリングによると、食品寄附活性化法は食品を、安全かつ透明に利用者へ届けるための全般事項を規定し

たものと考えられる。また、第３条に基づく届出によって、寄附食品等を取り扱う事業者の管理と、それによる安全で透明な流

通システムの構築が重要と考えられている。

図 届出確認証明書の様式

届出確認証明書

（右図は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、Korea Law Translation Center HP 「ACT ON ENCOURAGING THE DONATION OF FOOD」
（いずれも2023年1月12日最終確認）

２－４．食品寄附活性化法の制度概要（5/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法にて定められた、提供者並びに事業者の義務等は以下のとおり整理できる。

提供者及び事業者の義務等

条文に基づく内容
提供者

(事業者ではない)
第３条の届出を

行っていない事業者
第３条の届出を
行った事業者

中央または広域寄附食品等支援センターに指定されうる 第３条の２ 〇

（義務）善良な管理者としての注意義務、寄附食品等を安全に扱う 第５条(2) 〇 〇 〇

（義務）寄附食品等の無償での提供 第６条 〇 〇 〇

（義務）寄附食品等の受領・提供の帳簿管理、証書作成 第５条(1) 〇 〇

（義務）寄附食品等の受領及び提供結果の公表 第５条(1) 〇

一定の要件の下、民事責任の免除（２ー５参照） 第８条(1) 〇 〇

（義務）民事責任に対する損害保険への加入 第９条(2) 〇

一定の要件の下、刑事責任の減刑又は免除（２ー５参照） 第８条(2) 〇 〇 〇

行政から運営費又は事業費の一部又は全額の助成を受けうる 第７条(2) 〇 〇 〇

行政から食品等の寄附を受けうる 第７条(3) 〇 〇 〇

行政から保険料の一部又は全額の助成を受けうる 第９条(3) 〇

行政から行政面及び財政面での支援（優良な事業者の場合） 第９条の２ 〇

（義務）定期評価を受ける義務
第３条の２
第９条の２

〇

（義務）監督・是正命令・罰則・過料への対応 第10～14条 〇 〇 〇

表 食品寄附活性化法における提供者及び事業者の義務等

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、Korea Law Translation Center HP 「ACT ON ENCOURAGING THE DONATION OF FOOD」
（いずれも2023年1月12日最終確認）

２－４．食品寄附活性化法の制度概要（6/6）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法に定められた、国及び地方自治体の役割と、支援可能な事項は以下のとおりである。

第７条に基づく助成及び食品等の寄附は、制度上は第３条に基づく届出を問わず、提供者・事業者が対象とされている。

表 国及び地方自治体の役割と、支援可能な事項

＜第３条に基づいて届出を行った事業者の審査、同事業者における運営状況の定期評価＞

第３条 自治体の長は、事業者からの届出に対する審査と、基準を満たす者に対する「届出確認証明書」の発行を実施する。

第３条の２

・ 保健福祉大臣（国）は、「中央寄附食品等支援センター」を選定、運営状況の定期評価を実施する。
・ 特別広域市の長、その他広域市の長、特別自治市の長、道の長、特別自治道の長は、

「広域寄附食品等支援センター」を選定、運営状況の定期評価を実施する。
＜定期評価＞
・ 実施頻度：３年に１回
・ 評価基準：寄附食品等の受入額、寄附食品等の調整・配布、事業者向け研修実績、センターの施設・人員状況

第９条の２

保健福祉大臣（国）は、安全管理の水準及び寄附食品等の受領及び提供の透明性を確保する水準を定期評価する。
＜定期評価＞
・ 実施頻度：３年に１回
・ 評価基準：施設・設備の安全管理、労働者の状況、寄附食品等の衛生管理、受領・提供の透明性・適切性

＜事業者の活動の支援等＞

第７条

(1) 国及び地方自治体は、食料等の寄附及び、寄附食品の提供事業を支援及び促進するために必要な政策を講じなければならない。
(2) 国及び地方自治体は、提供者及び事業者に、寄附食品等の提供事業に要する運営費又は事業費の、一部又は全額を

助成することができる。（具体例は３－１（1/9）参照）
(3) 必要に応じて、国、地方自治体及び公的機関は、提供者及び事業者に、自身が保有する食料等を寄附することができる。

第９条
(1) 国及び地方自治体は、利用者を保護するために必要な政策を講じなければならない。
(3) 国及び地方自治体は、第二項の規定による保険料の、一部又は全額を助成することができる。

第９条の２ 保健福祉大臣（国）は、定期評価にて優れた事業所と証明されたものに対し、行政面及び財政面の支援を行うことができる。
（保健福祉部へのヒアリングによると、事業所に資金が提供され、従業員のサービス向上（能力開発や福利厚生費等）や事業所の運営費等に充当できる。）

国及び地方自治体の支援等

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」「食品衛生法 第３条、第４条」「刑法 第266-268条」（いずれも2023年1月10日最終確認）

(1) 民事責任
（利用者が寄附食品等の消費又は使用に

よって、損害を受けた場合）

(2) 刑事責任
（利用者が寄附食品等の消費又は使用に

よって、死亡または負傷した場合）

寄附食品等の提供に参加した個人（団体を含む）

免除
（＊1~3に該当する場合は責任あり）

刑法/第266～268条の刑罰を

減刑または免除 ＊4

（重大な過失がない場合に限り、
酌量すべき事情を考慮して判断）

提供者（事業者ではない）

第３条に基づいて届出を行っていない事業者

第３条に基づいて届出を行った事業者
責任あり

(第９条で損害保険の加入を義務化)

*1 故意または重大な過失によって、利用者が損害を受けた場合 、
*2 提供者または寄附食品の提供に参加した個人が、食品衛生法第3条「食品等の取扱い」による衛生上の取扱い基準に違反した場合
*3 寄附食品が、食品衛生法第4条「有害食品等の販売の禁止」に基づく危険なものであった場合
*4 第266条（過失致死罪のうち、人身傷害を与えた場合）、第267条（過失致死罪のうち、死亡させた場合）、第268条（業務上の過失及び重過失）

表 食品寄附活性化法における免責規定（第８条）

２－５．フードバンク活動に関する免責規定（1/2）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法 第８条において、民事及び刑事責任の免除について規定されている。「第３条に基づいて届出を行った

事業者」であるか否かで免責の規定が異なり、「第３条に基づいて届出を行った事業者」は、民事責任に対して損害保険

の加入が義務付けられている（２－６参照）。なお、免責要件の充足は当事者が証明し、事案別に判断される。
「第８条（１）利用者が寄附食品等の消費又は使用によって損害を受けた場合、あらゆる提供者（第３条に基づいて届出を行った事業者を除く）及び、

あらゆる寄附食品等の提供に参加した個人は、次のいずれかに該当する場合を除き、全ての民事責任を免除される。
１．故意または重大な過失によって、利用者が損害を受けた場合
２．提供者または寄附食品の提供に参加した個人が、食品衛生法第３条による衛生上の取扱い基準に違反した場合
３．寄附食品が、食品衛生法第４条に基づく危険なものであった場合

（２）利用者が寄附食品等の消費又は使用により、死亡または負傷し、あらゆる提供者、事業者、寄附食品等の提供に参加した個人に
重大な過失がない場合は、酌量すべき事情を考慮して、刑法第266条から第268条の刑罰を減刑又は免除することができる。」

◼ 保健福祉部へのヒアリングによると、「第３条に基づいて届出を行った事業者」は民事責任が免除されないが、当該事業者には

損害保険への加入が義務付けられており、国が保険料を支援した上で、中央寄附食品等支援センターを通じて一括保険に

加入しているため、実質の民事上の責任負担は大差がないと考えられている。（「第３条に基づいて届出を行った事業者」を信頼して

いるが、利用者保護の視点で善良な管理者としての注意義務を与えることが趣旨と考えられている。）

免責規定の概要

（上表は同出所を基に
MURC作成）
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２－５．フードバンク活動に関する免責規定（2/2）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 民事責任の免責とならない条件となる、食品衛生法／식품위생법 第３条・第４条は次のとおりである。

◼ 食品衛生法 第３条（食品等の取扱い）

⚫ 1. 販売（不特定多数の個人に対する提供を含む）を目的として、食品又は食品添加物を収集、製造、

加工、使用、小分け、調理、保存、運搬または陳列する場合は、清潔かつ衛生的に実施しなければならない。

⚫ 2. 事業に使用する調理器具、容器、包装は、清潔かつ衛生的に取り扱わなければならない。

⚫ 3. 第1項及び第2項の規定による食品・食品添加物、調理器具、容器、包装の衛生的な取扱いに関する基準は、

大統領令で定める。

◼ 食品衛生法第４条（有害食品等の販売の禁止）

⚫ 次の各号のいずれかに該当する食品等を、販売（不特定多数の個人に対する提供を含む）を目的に、

販売、製造、輸入、加工、小分け、使用、調理、保存、運搬または陳列してはならない。

⚫ 1. 人間の健康に害を及ぼす可能性のある、腐敗した食品や腐敗しかけている食品、熟していない食品

⚫ 2. 有毒又は有害物質を含む又は汚染されている、ないしはそのような可能性があるもの。

ただし、食品医薬品安全処が人の健康に害を及ぼす恐れは無いと認める場合を除く。

⚫ 3. 病原微生物に汚染されている、又は人の健康に害を及ぼす恐れがあるもの。

4. 清潔ではないもの、他の物質が混合または添加されているもの、その他理由で人の健康に害を及ぼす可能性のあるもの

⚫ 5. 第18条による安全性検査の対象となる農畜水産物で、安全性審査を受けていないもの、

または安全性審査において食用として不適と判断されたもの

⚫ 6. 輸入食品安全管理特別法第20条第1項の規定により、輸入が禁止されている又は輸入申告をせずに輸入されたもの

⚫ 7. 事業者ではないものが、製造、加工、小分けしたもの

関連する食品衛生法

（出所）国立法律情報センターHP 「食品衛生法 第３条、第４条」（いずれも2023年1月21日最終確認）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法」、 保健福祉部「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」、中央寄附食品等支援センターHP 「2022年度 寄附
食品等の提供事業 生産物賠償責任保険の案内」（p.26）（いずれも2023年1月10日最終確認）

２－６．フードバンク団体（第３条に基づいて届出を行った事業者）の保険加入

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 食品寄附活性化法第９条(２)において、第３条に基づいて届出を行った事業者は、損害保険への加入義務が規定されて

いる。なお、国及び地方自治体は保険料の一部又は全額を助成することが可能である（２－４（6/6）参照）。

「第３条(1)又は(2)の規定により届出を行った事業者は、寄附食品等の消費又は使用により利用者が受けた生命の損失または傷害を

補償するために、損害保険に加入しなければならない。（第９条(２)）」

◼ 保健福祉部「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」によると、第３条に基づいて届出を行った事業者が加入する

保険は「生産物賠償責任保険」であり、中央寄附食品等支援センターを通じて一括加入となり、

事業者毎に損害保険に加入することは不要である。なお、第３条に基づいて届出を行った事業者のみが対象となる。

◼ 中央寄附食品等支援センター（韓国社会福祉協議会）が2022年度に加入している保険は以下のとおりである。

保険書面に「過去3年間の事故は無し」と記載がある。

契約者名 韓国社会福祉協議会

被保険者名 韓国社会福祉協議会

保険会社 AIG Korea Inc.

保証期間 2022年3月17日～2023年3月17日

総保険料 4,094,000ウォン（約41万円）

補償内容 食品寄附等の提供により生じた身体損害等（※寄附食品等の紛失・盗難・消耗等の財物損害は対象外）

補償限度額

１事故当たりの補償限度額 ： 200,000,000ウォン（約2千万円）

年間補償限度額 ： 1,000,000,000ウォン（約1億円）

１事故当たりの自己負担金 ： 300,000ウォン（約3万円）

表 生産物賠償責任保険（賠償請求基準Ⅱ）の概要

（上表は中央寄附食品等支援センターHPを基に、MURC作成）
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２－７．税制上の優遇措置について（1/5）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ フードバンク活動に対する食品等の寄附については、税制優遇が定められている。

※ 同優遇は食品寄附活性化法ではなく、法人税法ならびに所得税法にて定められている。

◼ 「食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う内国法人(企業)や個人事業主」が、食品寄附活性化法施行令で定める

食品および家庭用品を寄附する場合、法人税法施行令第19条、所得税法施行令第55条に基づき、税制優遇が得られる。

税制優遇の概要

表 フードバンク活動に対する寄附行為と税制優遇の概要

食品寄附活性化法
施行令で定められた
食品および家庭用品

寄附金

施行令で定めていない
食品および家庭用品

現金

食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う
内国法人 (企業)

法人税の優遇
（法人税法施行令

第19条）

法人税の優遇
（法人税法 第24条）

食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う
個人 (個人事業主)

所得税の優遇
（所得税法施行令

第55条）

所得税の優遇
（所得税法 第34条）

その他の事業を行う内国法人（企業）
法人税の優遇

（法人税法 第24条）

その他の事業を行う個人（個人事業主）
所得税の優遇

（所得税法 第34条）

寄附者

寄附品目

（上表は調査結果を基に、MURC作成）
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２－７．税制上の優遇措置について（2/5）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

＜寄附食品等に関する税制優遇措置（法人税） ＞

◼ 法人税法 第19条（損金の範囲）（2023年1月1日施行、2022年12月31日改正）

⚫ 損金として算入可能な範囲を規定。具体的には法人税法施行令によって規定。

⚫ 当該範囲の上限額に関する規定はないため、最大100%税額控除が可能と考えられる。

◼ 法人税法施行令 第19条（損金の範囲）（2023年1月12日施行、2023年1月10日改正）

「（13.2）食品寄附活性化法第２条第１項及び第１-２項の食品及び家庭用品（以下、「食品等」という）を

製造・卸売又は小売業を経営する内国法人が、

当該事業で発生した余剰食品等を、同法（食品寄附活性化法）第２条第４項の提供者又はその提供者が指定する者に

無償で寄附する場合、寄附した食品等の帳簿価額。

（この場合、その金額は法人税法第24条第1項の規定による寄附金に算入しないものとする。）」

※法人税については、食品寄附活性化法第２条第５項の事業者ではなく、第２条第４項の提供者となっている。

食品等に係る優遇（法人税）

【参考】法人税法施行令は、 2017年2月3日施行版までは、「食品」に限った下記の規定であった。

「大韓民国標準産業分類による製造業のうち、食品製造業、飲料製造業、卸売業又は小売業を営む内国法人が、当該事業で発生した余剰

食品を、食品寄附活性化法第２条に基づく提供者又は提供者が指定する者に無償で寄附する場合、寄附した余剰食品の帳簿価額。（この場

合、その金額は法人税法第35条第1項の規定による寄附金に算入しないものとする。)」

（出所）国立法律情報センターHP 「法人税法」「法人税法施行令」（いずれも2023年1月12日最終確認）
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２－７．税制上の優遇措置について（3/5）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

＜寄附食品等に関する税制優遇措置（所得税）＞

◼ 所得税法 第27条（事業所得の必要経費の計算）（2023年1月1日施行、2022年12月31日改正）

⚫ 必要経費の範囲を規定。具体的には所得税法施行令によって規定。

⚫ 当該範囲の上限額に関する規定はないため、最大100%税額控除が可能と考えられる。

◼ 所得税法施行令 第55条（事業所得の必要経費の計算）（2023年1月5日施行、2022年10月4日改正）

「（6）食品寄附活性化法第２条第１項及び第１-２項の食品及び家庭用品（以下、「食品等」という）を

製造・卸売又は小売業を経営する居住者（※所得税法第１条にて、「韓国に住所を持ち、183日以上居住する個人」と定義）が、

当該事業で発生した余剰食品等を、同法（食品寄附活性化法）第２条第５項の事業者又はその事業者が指定する者に

無償で寄附する場合、寄附した食品等の帳簿価額を必要経費に算入するものとする。

（この場合、その金額は所得税法第34条第1項の規定による寄附金に算入しないものとする。）」

食品等に係る優遇（所得税）

【参考】所得税法施行令は、2017年2月3日施行版までは、「食品」に限った下記の規定であった。

「大韓民国標準産業分類による製造業のうち、食品製造業、飲料製造業、卸売業又は小売業を営む居住者が、当該事業で発生した余剰食

品を、食品寄附活性化法第２条に基づく事業者又は事業者が指定する者に無償で寄附する場合、寄附した余剰食品の帳簿価額を必要経費に

算入するものとする。この場合、その金額は所得税法施行令第79条第1項の規定による寄附金に算入しないものとする。」

（出所）国立法律情報センターHP 「所得税法」「所得税法施行令」（いずれも2023年1月12日最終確認）
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（出所）国立法律情報センターHP 「法人税法」 （2023年1月12日最終確認） 、
日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所ビジネス展開支援課 「韓国における法人税の概要（2022年3月）」

２－７．税制上の優遇措置について（4/5）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

＜その他の寄附（法人税法第24条）＞

◼ 法人税法 第24条（寄附金の損金不算入）（2023年1月1日施行、2022年12月31日改正）

⚫ 寄附金は、公益性の程度によって区分・処理され、法定寄附金と指定寄附金については一定金額を限度に、

損金として容認される。その他の寄附金は全額損金不算入になる（日本貿易振興機構(2023)）。

⚫ フードバンク活動への寄附は「指定寄附金」に当たり※、

現物寄附については「寄附時の簿価又は時価のいずれか大きい金額」で計上される（法人税法施行令第36条）。

種別 寄附金の内容 損金認定限度額

法定寄附金
（50％限度寄附金）

◼ 国家または地方自治体に対する寄附金
◼ 天変地異による犠牲者に対する寄附金
◼ 国防献金と軍人慰問品の価額
◼ 私立学校・産学協力団・非営利教育機関などに

対する施設費・教育費・研究費・奨学金

（所得金額－繰越欠損金） × 50%

指定寄附金
（10％限度寄附金）

◼ 法人税法施行令第36条に規定する寄附金 （所得金額－繰越欠損金－法定寄附金）× 10%

その他寄附金 ◼ その他の寄附金 全額損金不算入

表 法人税法第24条における寄附金の損金認定限度額の計算

寄附金に係る優遇（法人税）

（上表は日本貿易振興機構を基に、MURC作成）

※法律には明記が無いが、龍仁/ヨンイン市フードバンク担当長にヒアリングし、「指定寄附金」にあたる旨を確認した。
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２－７．税制上の優遇措置について（5/5）

２．韓国の食品寄附に関する法制度

＜その他の寄附（所得税法第34条）＞

◼ 所得税法 第34条（寄付金の必要経費への不算入）（2023年1月1日施行、2022年12月31日改正）

⚫ 当該課税期間の所得額算定における、必要経費として算入できる寄附金額の限度額について規定。

⚫ 事業者が当該課税期間に行った社会福祉、文化、芸術、教育、宗教、慈善等の公益目的とし大統領令で定める

寄附金のうち、一定範囲内で必要経費として算入可能なものとし、限度額を超える額は算入できない。

⚫ 必要経費算入可能限度額＝（当該課税期間の所得金額－法定寄附金額等＋繰越欠損金）×30% 

寄附金に係る優遇（所得税）

（出所）国立法律情報センターHP 「所得税法」、
Korea Law Translation Center 「INCOME TAX ACT」（いずれも2023年1月12日最終確認）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品寄附活性化法施行令（別表1）」 （2023年1月12日最終確認）

２－８．食品以外の品目の提供・寄附に関する免責等

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ ２－４（2/6）のとおり、2016年の改正にて、対象品目が食品から、衛生管理に要する家庭用品に拡大した。

◼ 食品寄附活性化法全般について、家庭用品を扱う場合も、食品と同様の規定が適用される。

なお、食品のみに適用される規定は存在する。（事業所における冷蔵・冷凍設備の要否や、寄附品の安全性の規定等）

◼ 具体的な品目は大統領令にて定められており、具体的には以下のとおり。

表 家庭用品の種類及び対象範囲

種類 対象範囲

1. 洗剤 食器用洗剤、浴室用洗剤

2. トイレットペーパー トイレットペーパー

3. タオル タオル、ペーパータオル、ハンカチ、ふきん

4. おむつ こども用おむつ、大人用おむつ

5. 衛生用品 歯磨き粉、歯ブラシ、うがい薬、ヘアブラシ、髭剃り、爪切り

6. 女性用衛生用品 生理用ナプキン

7. 掃除用品 ゴム手袋、モップ、ほうき、ちりとり、ごみ箱、スポンジ、殺虫剤

8. その他 その他、保健福祉大臣が必要な項目として認めたもの

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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２－９．食品寄附活性化に対する政策的な介入効果の既往研究

２．韓国の食品寄附に関する法制度

◼ 小林（2019）は、食品寄附量に対する政策的介入の回帰分析、寄附食品の種類・ドナー業態に関する偏りの定量調査、

各種フードバンク等への質的調査を実施し、 韓国のフードバンクはフォーマルケアシステムとして政府のフードバンクへの直接

的な支援が、食品寄附を大きく促進されたと結論付けている。

食品寄附量に関する政策的介入の回帰分析

【結論】

フォーマルケアシステムとして、政府の直接的な支援により、

フードバンクへの食品寄附量が2004年から2013年の間に増加した。

【手法】

以下の独立変数、説明変数を用いて、2004年から2013年までの10

年間の食品寄附量の成長要因を重回帰分析。

・ 独立変数：2003年から2012年までの食品寄附量（生産コスト

ベース）

・ 第一説明変数：フードバンクへの政府助成金の金額（非公開情報。

韓国社会福祉協議会へのヒアリングより取得）の累積額

・ 第二説明変数：フードバンクに対する政府の質的な活動支援策の代

理変数（毎年連続的に支援策が実行されているため、毎年１ずつ増

加するダミー変数）

寄附食品の種類に関する偏りの定量調査

【結論】

中央寄附食品等物流センターができた2009年と、2011年を比較し、

寄附食品の種類に関する偏り集中度が低下したことを明らかにした。

また、2009年から2011年にかけて、食品製造業の新規登録ドナー

が増加しており、ドナーの業態の偏りも低下したと評価できうる。

各種フードバンク等への質的調査

ヒアリング対象者の所属：

中央フードバンクと中央寄附食品等物流センター、広域フードバンク、

地域フードバンク、フードマーケット、財閥系食品製造事業者

ヒアリング結果の一部を、３－１（7～9/9）に示す。

（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72
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３．韓国のフードバンク活動の実態

※以下、フードバンク団体とは、食品寄附活性化法における「第３条に基づいて届出を行った事業者」を指す。
保健福祉部へのヒアリングによると、「第３条に基づいて届出を行った事業者」は、保健福祉部が毎年度発行する
「寄附食品等の提供事業の案内」に従って運営しているが、「第３条に基づいて届出を行っていない事業者」については
公的機関が運営の詳細を把握してはいない。

※「中央フードバンク」は、食品寄附活性化法における中央寄附食品等支援センターと同義、
「広域フードバンク」は、広域寄附食品等支援センターと同義である。
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（1/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 韓国のフードバンクシステムは、保健福祉部から韓国社会福祉協議会（1952年に設立した、政府の外郭団体）に委託され、

韓国社会福祉協議会を実務者として、展開されている。

◼ 韓国のフードバンクシステムは、中央寄附食品等支援センター（以下、中央フードバンク）、広域寄附食品等支援センター

（以下、広域フードバンク）、地域フードバンクという３つの階層から成る。システムの概要を次頁に整理する。

◼ 2022年12月現在、中央フードバンクは、ソウル特別市に１箇所、広域フードバンクは全国に17箇所、地域フードバンクは全

国に294箇所が開設されている。

◼ また地域フードバンクには、個人の貧困層や直接食品を寄附するために作られたフードマーケット（セルフ方式のコンビニ型フード

バンク、店舗に物品を陳列し利用者自らが必要なものを選べるサービス）が別途存在し、全国に133箇所存在する。

フードバンクシステムの概要

＜移動式のフードマーケット（2012年3月より開始）＞
・ フードマーケットの中には、実店舗型のものだけでなく、運搬車にて物品を提供して廻る移動型のものも存在する。

【参考】 釜山/プサン広域市の釜山鎮区フードマーケット、ソウル特別市江東区の江南分かち合い移動フードマーケットのHPにて、
移動式のフードマーケットの様子が写真で公開されている。

＜フードバンク活動の目的＞
・ 食品寄附活性化法の中では、「寄附食品等（食品・家庭用品）を困窮者に提供することにより、社会福祉の増進及び社会コミュニティ文化の普
及を図ること」という記載に限られる。
・ 一方、保健福祉部「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」にて、「寄附食品等の提供事業は、利用者が栄養バランスの良い食事がとれる
よう、多様な食品の確保に努める」と目的が追加された。

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.12）、
釜山鎮区フードマーケットHP、江南分かち合い移動フードマーケットHP（いずれも2023年3月3日最終確認）

＜国及び地方自治体による具体的な支援内容＞（保健福祉部へのヒアリング結果）
【国】 中央フードバンク（韓国社会福祉協議会）の人件費、フードバンク運営管理データベースシステムの運営費、各事業所の評価費、

中央寄附食品等物流センターの運営費、広報キャンペーンなどの事業費を支援。
（2018年の中央寄附食品等物流センターの移転に際しては、保証金等を含めて約４億ウォン（約4,000万円）を支援。）

【地方自治体】 フードバンクの人件費または運営費を一部を支援。

なお、提供者に対しては直接の支援よりも寄附企業の懇談会、寄附食品等の関連研究支援を通じた間接的な支援が実施されている。
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.12） 、
章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー 南九州大学研究報, Vol.40, pp.21-35

３－１．フードバンクシステムの概要・連携（2/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

・法制度の整備
・全国における事業計画の策定
・全体統括

国（保健福祉部）

・広域における事業計画の策定

広域自治体（広域市、道）

・地域における事業計画の策定
・事業予算の支援

基礎自治体（市/郡/区）

政策の示達

政策の示達

結果の報告

結果の報告

中央寄附食品等支援センター
@ソウル特別市麻浦/マポ区

※「中央フードバンク」に同じ

（by 韓国社会福祉協議会）

広域寄附食品等支援センター
※「広域フードバンク」に同じ

(by 広域レベルの社会福祉協議会)

地域フードバンク
(by 非営利団体など)

フードバンク

寄附食品等の
調整と配分

寄附食品等の
調整と配分

結果の報告

結果の報告

フード
マーケット

福祉施設
（食料支援を必要とする
生活困窮者が所属）

低所得貧困層の利用者

寄附食品等の
提供

必要な食品等の
選択的な利用

運営を受託/
指導・監督

結果の報告

運営を受託/
指導・監督

結果の報告

運営を受託/
指導・監督

結果の報告

領収書の発行

食品等の寄附

領収書の発行

食品等の寄附

領収書の発行

食品等の寄附

寄附者
例：食品工業会、

飲食業協会、
製造会社

寄附者
例：食品会社

広域流通センター

寄附者
例：飲食店、
小売業者、
一般家庭

中央寄附食品等物流センター
@世宗/セジョン特別自治市 を運営

図 韓国におけるフードバンクシステムの概要

フードバンクシステムの概要

（上図は両出所を基に、MURC作成）

＜責任分界点の例：フードバンクと福祉施設＞
保健福祉部へのヒアリングによると、地域フードバンクの責務
は施設への提供時点までであり、福祉施設での保管や調
理過程が原因で被害が生じた場合は責任を負わない。
一方、明白に提供以前の原因によって被害が生じた場合
は、地域フードバンクが責任を負う必要が生じうる。
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（3/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 中央寄附食品等支援センター（中央フードバンク）は主に下記の業務を実施する。

⚫ ソウル特別市に１箇所存在

⚫ 韓国社会福祉協議会（社会福祉協議会の全国組織）が保健福祉部から受託し（指名され）、運営

⚫ フードバンク運営管理データベースシステム（FMS）の運用（３－４（5/6）参照）

⚫ 中央寄附食品等物流センターの運営（世宗/セジョン特別自治市 2018年7月に移転）（３－４（5/6）参照）

⚫ 広域フードバンクへの寄附食品の仕分け業務、分配先の決定

⚫ フードバンク団体の損害保険の加入（２－６参照）

⚫ 食品等の寄附に関する促進運動

⚫ 全国のフードバンク及びフードマーケットの運営支援（利用者登録、実務者の指導・教育環境の整備）

⚫ フードバンク事業の改善計画の作成と実態調査

⚫ 広域寄附食品等支援センターの視察（透明性を持って活用されているかを確認）

中央フードバンクの概要

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.9）、章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー
南九州大学研究報, Vol.40, pp.21-35、小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）フードバンクー世界と日本の
困窮者支援と食品ロス対策 明石書店 p.149-168
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（4/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 広域寄附食品等支援センター（広域フードバンク）は主に下記の業務を実施する。

⚫ 17の広域自治体（1特別市・6広域市・1特別自治市・8道・1特別自治道）に１箇所ずつ存在

⚫ 広域自治体レベルの社会福祉協議会が広域自治体から受託し（指名され） 、運営

⚫ 中央フードバンクから寄附品の配給を受ける

⚫ 独自に食品製造事業者等から寄附品を受け入れる

⚫ 寄附品を域内の地域フードバンク・フードマーケットに配給

（京畿/キョンギ道には、広域寄附食品等物流センターが所在）

⚫ 域内における広報活動・寄附相談受付

⚫ 域内における実務者の指導（フードバンク運営管理データベースシステムの活用方法の指導を含む）

⚫ 地域フードバンク・フードマーケットと連携し、域内のフードバンク事業計画を立案・評価への提案

⚫ 年間事業計画・業績報告書の作成

⚫ 地域フードバンク・フードマーケットの視察

広域フードバンクの概要

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.10）、小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）
フードバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 明石書店 p.149-168、小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会
福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（5/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 地域フードバンクは主に下記の業務を実施する。

⚫ 基礎自治体（市・郡・区）に、2022年12月現在、294箇所存在。

⚫ 主に非営利団体が基礎自治体から受託し、運営。一部、自治体による直営の例も存在。

（例：基礎自治体レベルの社会福祉協議会、青年福祉財団、救世軍、カトリック社会福祉会、肢体障がい者協会、

地域社会福祉館など。小林（2019）によると、その20%は宗教団体によって運営されている。）

※保健福祉部へのヒアリングによると、すべての基礎自治体に社会福祉協議会が存在するわけではなく、

またその全てがフードバンク活動を実施しているわけではない。

⚫ 広域フードバンクから寄附品の配給を受ける

⚫ 域内の寄附者（飲食店、小売業者、一般家庭等）から寄附品を受け入れる

⚫ 最終配分団体となる福祉施設に配給（例：児童・高齢者・障がい者・女性の保護施設、地域社会福祉館（住民の相

談・放課後児童プログラム・給食サービス・就職の斡旋等を提供する総合型福祉施設）、その他の法人など）

※福祉施設にて施設の利用者が食品等を受け取る

⚫ 自治体が保有する情報を活用し、寄附食品等の利用者を発掘。

※利用者選定は地域フードバンクと協議の上、自治体が決定する

⚫ 年間事業計画・業績報告書の作成（自治体から支援を受けている場合は、四半期別の業績・決算報告書も作成）

◼ 地域フードバンクは基礎自治体から支援を受けていることが多い。

小関（2018）は地域フードバンクの自律性は少なく、「政府による支援と補助金は、地域フードバンクの自律性を抑制し、

全国のバランスを保つための重要な要因の一つとなっている」と評価している。

地域フードバンクの概要

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.11）、小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備
佐藤順子（編）フードバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 明石書店 p.149-168
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（6/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンクの人的資源は、政府の補助金＊とボランティアによって支えられている。

以下に、既往調査で実施されたヒアリングを基に、運営事例（従業員数、政府による支援状況）を挙げる。

✓ 運営者の事例① ソウル特別市の社会福祉協議会（2016年8月ヒアリング等、小関（2018））

⚫ ソウル特別市広域フードバンクを運営。

⚫ 従業員は９名：いずれも社会福祉協議会の職員。

⚫ 食品・生活用品等の現物寄附を企業から、また企業との個別連携事業により寄附金を受け入れている。

2015年は、3,168社から426億ウォン（約43億円）相当の寄附を受け取っており、全国の寄附額の1/4以上に当たる。

⚫ 【政府による支援】

- ソウル特別市が、人件費と運営費を100%負担している。

✓ 運営者の事例② ソウル特別市江南/カンナム区の江南障がい人福祉会（2016年9月ヒアリング等、小関（2018））

⚫ 江南区フードバンク・フードマーケット美所を運営。

⚫ 従業員は10名：いずれも江南障がい人福祉会にて雇用。

⚫ フードバンク事業では、広域フードバンクおよび域内の企業・商店等から受け入れた寄附品を、登録された福祉施設へ配送。

フードマーケット事業では、１か月に１人５品目までの物品を無料で持ち帰ることを認めている。

⚫ 【政府による支援】

- ソウル特別市が、人件費と運営費の総額のうち 15%を負担している。

- 江南/マポ区 が、人件費と運営費の総額のうち 85%を負担している。

フードバンクの運営事例と費用

（出所）小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）フードバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス
対策 明石書店 p.149-168

＊保健福祉部へのヒアリングによると、地方自治体からの支援は2016年以降も徐々に増加している（物価上昇等も考慮）。
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（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72

３－１．フードバンクシステムの概要・連携（7/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンクの人的資源は、政府の補助金とボランティアによって支えられている。

ボランティアの協力においては、一般のボランティアとは異なる「社会服務要員*1」の存在も韓国の特徴と言える。

✓ 運営者の事例③ ソウル特別市永登浦/ヨンドゥンポ区の社会福祉協議会（2012年9月ヒアリング、小林（2019））

⚫ 地域フードバンクを１箇所、フードマーケットを２箇所運営。

⚫ 従業員は18名：地域フードバンク専属１名、フードマーケット専属４名、事務員が３名、ボランティアが10名。

⚫ 【政府による支援】

- 永登浦/ヨンドゥンポ区が、人件費のために若干の助成金を提供。

✓ 運営者の事例④ ソウル特別市麻浦/マポ区の救世軍（キリスト教系の宗教団体）（2012年9月ヒアリング、小林（2019））

⚫ フードマーケットを５箇所運営。

⚫ 従業員は17名：ソウル市と麻浦/マポ区から派遣された５名の職員と、12名のパートタイムのボランティア。

⚫ 救世軍隊の本部の寄附金から毎月100万ウォン（約10万円/月）、人件費として支払われている。

⚫ 【政府による支援】

- ソウル特別市と麻浦/マポ区が、人件費を除く運営費 毎月220万ウォン（約22万円/月）を折半。

- ソウル特別市から救世軍に対し、ソウル市労働部の職員２名を派遣。

- 麻浦/マポ区から救世軍に対し、社会服務要員（代替的徴兵として地方自治体や福祉施設で勤務する者）３名*2を派遣。

フードバンクの運営事例と費用

＊1 社会服務要員：徴兵検査にて４級（補助役）に該当し、兵役の代替的徴兵として地方自治体や福祉施設で勤務することを選択した者。
現役兵になることも可能な程度であるが、持病などで健康状態にやや不安がある人が４級に当たる。

＊2 原文では「兵役免除を受けた３名の若者」という表記だが、社会服務要員に当たると解釈。
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（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72

３－１．フードバンクシステムの概要・連携（8/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ ２－９で紹介した小林（2019）の分析結果によると、食品寄附量は政策的な介入と共に増加し、また中央寄附食品等

物流センターの開設以降は、食品製造事業者による食品寄附が増加した。

◼ 下記に挙げるような大手食品製造事業者が毎年一定規模の参画をしている貢献が大きいと想定されるが、それらの特徴として、

食品廃棄・食品ロスといった余剰食品ではなく、フードバンクのために通常の商品を提供している点も挙げられる。

⇒韓国における食品寄附は、食品廃棄・食品ロス対策だけでなく、社会福祉政策の側面が強いが、

食品製造事業者等からも同様に認識されている（あるいは事業者の意識の如何に問わず、結果として社会福祉政策に

資する寄附が展開されている）と考えられる。

✓ 寄附者の事例① 財閥系食品製造事業者D社（2013年10月のヒアリング結果、小林（2019））

⚫ 食品寄附実績：年間20～30億ウォン（生産コストベース、約2億～3億円/年）

⚫ 食品寄附の内訳：

返品された食品（50%）、生産過剰品（30%）、フードバンクのために特別に製造された品（20%）

✓ 寄附者の事例② 財閥系食品製造事業者C社（2011年12月のヒアリング結果、小林（2019））

⚫ 食品寄附実績：年間20億ウォン（生産コストベース、約2億円/年）

⚫ フードバンクのために、通常の製造商品の寄附も実施

- ４人家族のために、砂糖と小麦粉などの３か月分の食品と日用品の寄附セットを中央フードバンクに寄附

- 年に５回、老人や病人などの単身者 約22,000世帯に23,900ウォン（約2.4千円）分のギフトセットを寄贈

食品製造事業者の寄附事例
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３－１．フードバンクシステムの概要・連携（9/9）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 食品寄附事業者の中には、韓国における社会的企業支援の制度を活用した例も存在する。

⚫ 韓国は2006年12月に、アジアで最初の社会的企業支援の法律となる「社会的企業育成法」を制定した。

- 同法では社会的目的を追求しながら営業活動を遂行する政府認証のハイブリッド型企業を支援することで、脆弱階層に

対し、雇用の提供と社会サービスの提供を同時に達成することを目的としている。

- 認証された社会的企業が得られる公的支援としては、以下が挙げられる。

(1) 運営に必要な専門的知識や情報の提供

(2) 必要な土地、建物の費用の融資や公有地などの賃貸

(3) 公共機関によるサービスの優先購入

(4) 租税免税や社会保険料の一部負担

(5) 人件費や運営費などの助成等 （高間 2016）

✓ 寄附者の事例③ 済州/チェジュ市 幸せ分かち合いマート協同組合（小売の組合）（2016年10月ヒアリング、小林（2019））

⚫ 2014年に済州特別自治道の社会福祉協議会と業務協約を締結。

⚫ 貧困者が毎月20万ウォン（約2万円/月）の範囲で、店内のパンを自由に持ち帰られる食品寄附を実施。

⚫ 対象者は同協議会が運営する「愛の分かち合いフードマーケット」の受益者、緊急支援対象者、基礎生活受給脱落者、

潜在貧困層（最低生計費の１～1.2倍の所得を有す）等である。

⚫ 受益者は受益者証（バーコード付きカード）を持参し、寄附を受ける。

ソーシャルビジネスとしての
食品寄附

（出所）高間満（2016）韓国における社会的企業の現状と課題 神戸学院総合リハビリテーション研究 No.11, Vol.2 pp.1-13
小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー
小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72
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（出所）章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー 南九州大学研究報, Vol.40, pp.21-35、
保健福祉部 「2012～2023年度寄附食品等の提供事業の案内」

３－２．フードバンク活動の規模や実態（1/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 韓国におけるフードバンク活動の拠点は、事業開始から約10年間で全国400箇所程度まで拡大した。

◼ 2022年時点の施設数は計445箇所であった。
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（上図は2009年までを章(2010)、2011年以降を保健福祉部を基に、MURC作成）

図 韓国フードバンクの拠点数の推移（1999年～2022年）

※中央フードバンクは、2000年より1箇所存在。
※フードマーケットは、2011年より新設。

フードバンクの拠点数
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（2/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンク活動は概ね右肩上がりで拡大し、2021年の寄附額*は約2,400億ウォン（約240億円）であった。

◼ 新型コロナウィルスの感染拡大を受け、2020年の寄附額*は前年比▲247億ウォン（約▲24.7億円）であり、

過去最大の減額であった。

図 韓国フードバンクへの寄附額及び配分額の推移（単位：10億ウォン）

食品寄附活性化法の
立法予告（2000.12）

食品寄附活性化法
施行（2006.3）

食品寄附活性化法一部改正
（2011.4）（法人に対する
罰則の除外規定を追加）

食品寄附活性化法一部改正
（2016.2）
（寄附対象に家庭用品を追加）

食品寄附活性化法一部改正（2018.3）
（寄附食品等の受領・提供における透明性
確保の主体及び方法の明確化）

中央寄附食品物流セン
ターの開設（2009.9）

（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72、中央寄附食品等支援センターHP
「運営実績の統計」（2023年1月12日最終確認）

寄附額及び配分額の実績

＊寄附食品等の帳簿価額の合計。韓国では、金額ベースで食品寄附の規模を把握している。

1,780億ウォンの内訳は、
食品 ：1,520億ウォン
家庭用品： 260億ウォン

（上図は2014年までを小林(2019)、2015年以降を中央寄附食品等支援センターHPを基に、MURC作成）
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（3/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 家庭用品の寄附が始まった2016年以降における寄附食品等の内訳の推移を見ると、

全寄附額の２割程度を家庭用品が占めた。寄附対象品目の拡大により、寄附が促進されたことが推察される。

◼ 寄附される食品の内訳としては、2011年時点では全体の40.7%が主食であった。その他、間食類が22.4%、食材類が

20.0%、おかず類が14.8%とそれに続いている。

（出所） 小林（2019）を基に、MURC作成

図 寄附食品の内訳（2011年）図 寄附食品等の内訳の推移

（出所） 韓国フードバンク年次白書を基に、MURC作成

寄附食品等の内訳

85.3% 81.3% 84.2% 83.5% 82.3% 79.0%

（出所）小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）
フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72、
中央寄附食品等支援センター 「2020年度韓国フードバンク年次白書」（p.38）、「2021年度韓国フードバンク年次白書」（p.28）
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（4/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 2021年12月時点の韓国フードバンクの寄附食品等の利用者の内訳は下図のとおり。

◼ 独居高齢者が最も多く、全体の34.7%であった。また、低収入の家庭、障害者、一人親家庭が続いた。

図 韓国フードバンクの寄附食品等の利用者の内訳（単位：人または箇所）（2021年12月時点）

合計：356,105人・箇所

寄附食品等の提供者の比率

※2021年１年間の実績と推察される。なお、集計対象の詳細（福祉施設・団体から提供を受ける最終利用者の集計か、
福祉施設・団体および、フードマーケットを利用する個人の集計であるか）については明記無し。

（出所）中央寄附食品等支援センター 「2021年度韓国フードバンク年次白書」 （p.30）
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（5/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ やや古い情報であるが、調査会社のニールセンが韓国におけるフードバンクの認識調査を実施している。

⚫ 調査期間 ：2015年1月19日～2月20日

⚫ 調査手法 ：電話・Eメール・FAXなどで、構造化インタビュー

⚫ 調査対象者 ：食品関連事業等を営む企業

（母集団は韓国社会福祉協議会提供リストの604件、最終有効サンプル数は303件）

◼ 同調査によると、約６割の企業がフードバンク活動を認識しており、フードバンク活動を認識している企業の６割弱が

2014年までに寄附経験を有していた。一方、約４割の企業がフードバンク活動を認識していないことも明らかになった。

図 フードバンク活動を知っているか（n=303） 図 フードバンクに寄附した経験はあるか（n=186）

（出所）nielsen「フードバンク認識調査」p.18を基に、MURC作成 （出所）nielsen「フードバンク認識調査」p.24を基に、MURC作成

フードバンクの認知度

（出所）nielsen 「フードバンク認識調査（2015年2月）」
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（6/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ ニールセン（2015）によると、食品関連企業がフードバンクに食品を寄附する理由として、58.7%の企業が「社会的責任」、

34.9%が「企業イメージの向上」、29.4%が「廃棄によるコストの削減」と回答した。また、「税制面」と回答した企業は

22.0%存在した。

✓ 税制上の優遇措置が一定の効果を有していることがわかるが、社会的責任や企業イメージの向上といった「社会的な要請に応

じた行動」であることが主な動機と考えられる。（ただし、活動を始める動機はこの限りではない。）

✓ また、食品廃棄の削減を選択したのは約３割であり、こちらも主要な動機ではないことが確認された。

図 食品の寄附を実施する理由（n=109、複数回答）

（出所）nielsen「フードバンク認識調査」 p.30を基に、MURC作成

食品寄附を行う動機

（出所）nielsen 「フードバンク認識調査（2015年2月）」
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３－２．フードバンク活動の規模や実態（7/7）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ ニールセン（2015）によると、フードバンクに寄附をして、不快感や懸念を頂いた企業のうち、57.8%の食品関連企業が

「食品事故発生の懸念」を抱えていることがわかった。また、フードバンクへの寄附を止めた企業は、人材と予算不足

（64.3%）、食品事故発生の懸念（21.4%）を中止の理由として回答した。

✓ 食品寄附活性化法にて寄附を実施した企業の民事責任及び刑事責任の免除又は軽減が整備され、約９年間が経過して

いるにもかかわらず、少なくない企業が「食品事故発生の懸念」を抱き、またその一部は寄附を中止していることが明らかになった。

図 フードバンクに寄附をして不快感や懸念が抱いた事項
（n=109、複数回答 ）

（出所）nielsen「フードバンク認識調査」 p.34を基に、MURC作成

図 フードバンクの寄附をやめた理由（n=28、複数回答 ）

（出所）nielsen「フードバンク認識調査」 p.36を基に、MURC作成

フードバンク活動への懸念、
寄附を取り止める理由

（出所）nielsen 「フードバンク認識調査（2015年2月）」
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３－３．食品の受入に係る基準（1/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 韓国のフードバンクでは従来、食品の受け入れ基準として「流通期限／유통기한（製造日以降、消費者に販売することが認

められている期限） 」を活用していた。一方、2023年1月1日より「食品等の表示・広告に関する法律」が改正となり、

「流通期限」が「消費期限／소비기한（表示された保存方法で保存する場合、摂取しても安全性に問題がない期限）」

に変更された。これに伴い、食品等の寄附の受け入れ／提供の判断基準も変更となる。

◼ なお、2023年は移行期間であることから、流通期限と消費期限の両基準が混在する形で、事業は運用される。

韓国の期限表示の変更

図 流通期限と消費期限の関係

流通期限/
유통기한

消費期限/
소비기한

（出所）保健福祉部（2023）を基に、MURC加筆

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.35）

品質安全限界/
품질안전한계

品質限界×0.8～0.9/
품질한계×0.8～0.9

品質限界×0.6～0.7/
품질한계×0.6～0.7

品質/품질

＜フードバンクにおける運用の基準＞
保健福祉部へのヒアリングによると、フードバンクが提供できる食品の範囲や基準
(受け入れ期限や提供期限)、管理等に関する事項は、保健福祉部が毎年度発
刊する「寄附食品等の提供事業の案内」に明示されており、フードバンクは評価
(保健福祉部)および点検(地方自治体)を通じてこれを適正に履行したか確認し
ている。また、この情報は全国のフードバンクや政府、地方自治体と共有される。
その他、電子システムを通じて全国のフードバンクの製品の入出を管理されている。
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.36）

３－３．食品の受入に係る基準（2/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンク団体は、利用者が消費するまでの時間が十分確保できる食品についてのみ、寄附を受け付ける。

寄附の受け入れ、ならびに提供においては「流通期限または消費期限までの残日数」を持って可否を判断する。

基準を満たさない食品の寄附は、受け入れることができない。（要請された場合も、理由を十分に説明の上で断る。）

◼ 寄附された全ての食品に対し、官能検査／관능검사を実施する必要がある（量が多い場合は一部を調査）。

表 寄附食品の受け入れ／提供の判断基準（流通期限が表示された食品の場合）

区分 食品の種類 受け入れ期限*
提供期限*

個人 福祉施設

加工食品

菓子類 スナック、キャンディ、ガム、チョコレート 等

30日前 15日前 7日前

インスタント
食品

麺類（ラーメン、そうめん、スパゲッティ等）、
レトルトご飯、おかゆ 等

冷凍食品 アイスクリーム、プラ包装品、ケーキ、ステーキ 等

缶詰 ツナ、チャンジョリム（牛肉の煮込み）、果物 等

ペースト・
食用油

ペースト 味噌、コチュジャン、醤油、塩 等

30日前 20日前 10日前ソース ドレッシング、BBQソース 等

油 食用油、ごま油 等

飲料 ジュース、炭酸飲料、滅菌牛乳、健康飲料 等 30日前 15日前 7日前

生鮮食品
肉類

ハッバ（海産物のすり身の練り物）、ハム、
ソーセージ、ベーコン 等 7日前

受入当日または翌日
＜即時配布＞

農作物 豆腐、純豆腐、もやし、カボチャ、ネギ、キムチ 等

パン類 スーパーマーケットやパン屋のパン類
3日前

(パン屋は販売当日)
受入当日または翌日

＜即時配布＞

＊「流通期限」までの残日数

（上表は同出所を基に、MURC作成）

食品の受け入れ基準
（流通期限）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.37） （上表は同出所を基に、MURC作成）

３－３．食品の受入に係る基準（3/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 2023年より導入される「消費期限」が表示された食品については、下表のとおり判断する。
表 寄附食品の受け入れ／提供の判断基準（消費期限が表示された食品の場合）

区分
受け入れ期限* 提供期限*

中央FB 広域FB 地域FB 地域FB

パン類・ 餅 パン屋、既製のパン、餅 3日前 3日前 3日前

即時配布

パン類、・餅・麺類 スーパーマーケット等の加工パン、餅、生麺

5日前 5日前 3日前

乳製品・調味料食品 牛乳、乳酸菌飲料、ヨーグルト

肉加工品・卵 ハム、ソーセージ、ベーコン、味付肉、プラ包装の肉、卵、焼き卵、 半熟卵

生鮮/インスタント食品 豆腐、ゼリー、キムチ、コンビニ弁当、ミールキット、おかず

その他の畜産物・水産物 未加工の農畜産物、水産物

菓子・麺類等 お菓子、キャンディ、チューインガム、チョコレート、ラーメン、麺類 40日前 40日前 35日前 20日前

肉製品 ジャーキー、チィポ（カワハギの干物） 40日前 40日前 35日前 20日前

乳製品等 殺菌牛乳、バター、チーズ、粉乳 40日前 40日前 35日前 20日前

飲料
PETボトル入り飲料（コーヒー、紅茶） 50日前 50日前 45日前 20日前

缶飲料（コーヒー、紅茶）、粉末コーヒー、果汁飲料、炭酸飲料、 炭酸水 等 50日前 50日前 45日前 20日前

おやつ等 ナッツ、シリアル、海苔 50日前 50日前 45日前 30日前

冷凍食品
アイスクリーム以外の冷凍食品（餃子、とんかつ、海苔など） 50日前 50日前 45日前 30日前

アイスクリーム、氷菓、食用氷 50日前 50日前 45日前 30日前

油脂等 ごま油、食用油、キャノーラ油 等 50日前 50日前 45日前 30日前

ペースト・ソース1 シロップ、ジャム、マヨネーズ、ケチャップ、サムジャン、カレー(粉末)、漬物 など 50日前 50日前 45日前 30日前

ペースト・ソース2 コチュジャン、味噌、水飴、オリゴ糖、はちみつ、醤油、酢、胡椒 など 90日前 60日前 60日前 40日前

パウダー1 赤唐辛子パウダー、小麦粉、そば粉 90日前 60日前 60日前 40日前

パウダー2 砂糖、 塩 100日前 90日前 60日前 40日前

缶詰 ハム、ツメタガイ、ツナ 等 100日前 90日前 60日前 30日前

＊消費期限までの残日数 ※牛乳および乳製品は2031年まで賞味期限表示が維持される。

食品の受け入れ基準
（消費期限）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.39）

３－３．食品の受入に係る基準（4/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンク団体は、利用者が利用するまでの時間が十分確保できる家庭用品についてのみ、寄附を受け付ける。

寄附の受け入れ、ならびに提供においては「使用期限／사용기한 までの残日数」を持って可否を判断する。

基準を満たさない家庭用品の寄附は、受け入れることができない。（要請された場合も、理由を十分に説明の上で断る。）

◼ 寄附された全ての家庭用品に対し、官能検査を実施する必要がある（量が多い場合は一部を調査）。

区分 家庭用品の種類
提供期限*

個人 福祉施設

洗剤
洗顔料、シャンプー、 コンディショナー

30日前 15日前

洗濯用洗剤、 食器用洗剤、風呂用洗剤

トイレットペーパー
トイレットペーパー

ウェットティッシュ

タオル タオル、ペーパータオル、ハンカチ、 ふきん

おむつ こども用おむつ、大人用おむつ

衛生用品
歯磨き粉、歯ブラシ、うがい薬

ヘアブラシ、髭剃り、爪切り

女性用衛生用品 生理用ナプキン

掃除用品
ゴム手袋、モップ、ほうき、ちりとり、ごみ箱、スポンジ

殺虫剤

＊使用期限までの残日数
※使用期限が表示された家庭用品は、使用期限の90日前までに限り、寄附を受け入れる。
※使用期限の記載のない家庭用品は、官能検査にて判断する。

家庭用品の受け入れ基準

表 家庭用品の受け入れ／提供の判断基準（使用期限が表記された家庭用品に限った確認）

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.72-81）、
保健福祉部、中央寄附食品等支援センター 「寄附食品等提供事業業務マニュアル」（p.30、37-51）

３－３．食品の受入に係る基準（5/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 寄附食品に対し、期限表示までの残日数を基に、利用者にて消費されるまでに十分な時間が残っているかを判断し、食品の

受入を決定する。また、寄附食品の安全確保による食品事故の未然防止等を目的に、寄附食品の衛生管理を実施する。

◼ 寄附食品の衛生管理方針：全ての寄附品に対する官能検査の実施／安全性に疑義がある場合は、直ちに廃棄／

衛生管理責任者の指定等の専門家の支援。

◼ 寄附食品の安全検査は以下のとおり実施される。（なお、保健福祉部へのヒアリングによると、官能検査は人間の五感を活用した最低限

の確認であり、科学的根拠を基盤とする厳密な活動ではないため、フードバンクが食品製造業者等と同様の責任を負うことはない。）

食品に対する安全検査

（上表は同出所を基に、MURC作成）

区分 家庭用品の種類

①書類検査

・提供者から発行された寄附台帳に基づき、食用製品としての適合性を判定する。
・食品表示事項（文書やラベルの印字情報）を基に判断する。（製造日や賞味期限を過ぎていないか、記載義務事項への対
応や韓国語のラベル表示の有無、包装状況等の損傷の有無、異物混入の有無など）

②官能検査

・寄附された食品は人の五感を使って、直接検査する。特に腐りやすい食品や賞味期限が近付いている食品の場合は、内容物の
確認や、自分で直接検体を摂取して確認することも実施する。
・官能検査の基準等はの一例は以下のとおり。

③精密検査
（理化学検査）

・官能検査では食用であるかどうかの判断はできないことから、寄附量が多い場合は精密検査で適合判定の上で活用する。
・サンプルを抽出し、市や州の保健環境研究所等の検査機関に照会する。

品目 検査基準、識別のヒント

冷凍食品 長期冷凍保存や不注意な管理による、変色／異臭／結氷／成分分離の有無を確認する。

加工食品
加工食品の品質の変化は、賞味期限の経過の有無や、製造日から賞味期限までの期間で間接的に判断できる。（製造
日から賞味期限が短期間の場合は腐敗が速く、2年または3年の場合は1週間や1か月の間に安全性に大きな変化はない）

缶詰
膨らみやへこみ、ひびの有無を確認する。へこみがある場合は、異物の混入（特に肉製品の場合はボツリヌス菌等の混入）
のリスクが高いため、注意する。

牛乳、乳製品 腐ると酸っぱい匂いがする。

大豆製品 表面に粘液があり、外側がピンクがかっていないか。腐敗臭がしないか。

表 寄附食品に対する安全検査
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３－３．食品の受入に係る基準（6/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 中央フードバンク及び広域フードバンクは、寄贈された食品の衛生的な受け入れ、管理、および提供のための官能検査技法を

収集・研究し、周知することとされている。

◼ なお、食品事故等が発生した場合は、事業者は直ちに保健所及び、市・郡・区の役所に報告・措置を取る必要があり、市・

郡・区の長は、広域市又は州知事を通じて、保健福祉大臣に最終報告しなければならない。また並行して、広域フードバンク、

中央フードバンクへの報告も必要である。

事故発生時の報告

図 事故発生時の報告の流れ

（出所）保健福祉部、中央寄附食品等支援センター

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.81）、
保健福祉部、中央寄附食品等支援センター 「寄附食品等提供事業業務マニュアル」（p.50）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p.31-32）

３－４．食品等の寄附に関する促進策（1/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンク団体は、寄附者が食品等の寄附に伴う税額控除を行うことができるよう、領収書の発行を行う必要がある。

◼ 寄附主体と寄附品目に応じて、発行される領収書が下表のとおり異なる。

⚫ 寄附食品等に関する領収書：「食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う企業又は個人事業主」が、食品寄附活性化法

施行令で定める食品および家庭用品を寄附した場合に発行される。

（法人税法施行令第19条、所得税法施行令第55条）

⚫ 寄附金に関する領収書：「食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う企業又は個人事業主」が、現金または施行令で定め

ていない食品および家庭用品を寄附した場合に発行される。また、「その他企業や個人事業主、個人」が、食品および家庭

用品（施行令での定めを問わない）または現金を寄附した場合に発行される。

※食品寄附活性化法で定められていない食品および家庭用品は、現金での寄附と同様の取扱いとなる。

表 発行される領収書の種類

寄附に伴う領収書の発行

食品寄附活性化法
施行令で定められた
食品および家庭用品

寄附金

施行令で定めていない
食品および家庭用品

現金

食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う
内国法人 (企業) 寄附食品等に関する

領収書
（기부식품등 영수증）

寄附金に関する
領収書

（기부금 영수증）

食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う
個人 (個人事業主)

その他の事業を行う内国法人（企業）

その他の事業を行う個人（個人事業主）

※ フードバンクやマーケットの運営主体が「所得税法」や「法人税法」における寄附金控除の対象となる団体である場合、寄附金に関する領収書は発行可能であるが、自治体直営の
フードバンクやフードマーケットについては、寄附金に関する領収証の発行を行うことはできない。
※ 運営主体が非営利社団法人、非営利財団法人等の場合、毎四半期終了日の２か月前までに所管官庁の推薦を受け指定定寄附団体として指定を受けた場合、税額控除に
活用可能な「寄附金に関する領収書」を発行できる。（「法人税法施行令」第39条第1項第1号）

寄附者

寄附品目

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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３－４．食品等の寄附に関する促進策（2/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 寄附食品等に関する領収書は、「食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う企業や個人事業主」が、食品寄附活性化法施

行令で定める食品および家庭用品を寄附した場合に発行される（下図が一例）。

◼ 寄附食品等に関する領収書はフードバンク運営管理データベースシステム（FMS）を用いて発行される。

寄附食品等に関する領収書

図 寄附食品等に関する領収書の例

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p. 67）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p. 65）

３－４．食品等の寄附に関する促進策（3/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 寄附食品等に関する領収書の金額は、寄附者から提出される寄附食品等の簿価を証明する書類に従う（下図が一例） 。

◼ 寄附者は、寄附に際して、寄附品や数量、単価（簿価）、換算金額を明記した証明書類を提出する必要がある。

なお、企業の帳簿は一般的に外部に非公開であることから、簿価の真偽は企業が保証することとされている。

簿価証明の書類

（右図は同出所を基に、MURC作成）

図 寄附に関する簿価証明の書式（企業用）
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（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」 （p. 68）

３－４．食品等の寄附に関する促進策（4/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 寄附金に関する領収書 は、「食品・家庭用品の製造/卸/小売業を行う企業や個人事業主」が、現金または施行令で定めて

いない食品および家庭用品を寄附した場合に発行される。また、「その他企業や個人事業主、個人」が、食品および家庭用品

（施行令での定めを問わない）または現金を寄附した場合に発行される。（下図が一例）

◼ 現物寄附の場合、寄附時の簿価と市場価格のうち、より大きな価格で領収書を発行する（法人税法施行令第36条）

図 寄附金に関する領収書の例

寄附金に関する領収書

■法人税法施行規則[別紙第63号の3書式] <2022.3.18改正>

No.

名称（法人名）

住所（所在地）

団体名

（支店名*）

所在地

（支店 所在地）

名称

所在地

品目 数量 単価

申請者

（署名または捺印）

寄付先

（署名または捺印）

「所得税法」第34条、「免税制限法」第76条・第88条の4及び「法人税法」第24条による寄附金を、上記のとおり寄

附したことを証明願います。

年　　　月　　　日

上記のとおり、寄附を受け取ったことを認める。

年　　　月　　　日

(支店事業者登録番号 等)

寄付控除対象となる公益法人

 *寄附団体の支店が寄附金を受け取った場合、支店名を追加で記入する場合があります。

④　寄附内容

コード 年月日
内容

金額
区分

(金銭または現物)

③ 　寄附金募集先（メディア機関等）

事業者登録番号

②　寄附団体

事業者登録番号（固有番号）

寄附金の領収書

①　寄附者

住民登録番号

（事業者登録番号）

（右図は同出所を基に、MURC作成）



55 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

LINE 本文ページ

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.9）、
中央寄附食品等支援センターHP 「寄附食品等の先進的な物流システムを目指します」（2023年1月12日最終確認）

３－４．食品等の寄附に関する促進策（5/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ フードバンク運営管理データベースシステム（FMS）の活用

⚫ 食品等の寄附事業を管理し、効率的な配分を実現するために、コンピュータシステムを導入している。

本システムでは、(1)寄附者及び利用者の管理（基本情報）、(2)寄附食品等の受領及び提供の履歴管理（分類、

入庫・出庫日、危害製品の有無、流通期限・消費期限 等）、(3)寄附食品等に係る領収書の発行 などが実施できる。

◼ FMSを活用しつつ、中央フードバンクは寄附食品等を下記のとおり配分している。

図 中央フードバンクによる寄附食品等の配分

寄附食品等の受入れ（中央寄附食品等支援センター）

流通期限が近い食品＜即時配布＞ 流通期限に余裕のある食品＜定期／緊急配布＞

広域寄附食品等支援センター

地域フードバンク／フードマーケット

最終配分団体（福祉施設）

中央寄附食品等物流センター ※

＜２か月毎の定期配布＞ ＜緊急配布＞

広域寄附食品等支援センター

地域フードバンク／
フードマーケット

最終配分団体（福祉施設）

地域フードバンク／
フードマーケット

最終配分団体（福祉施設）

中央フードバンクによる配分
（寄附食品等の配分の流れ）

（上図は保健福祉部HPを基に、MURC作成）

※中央寄附食品等物流センター
・ 全国に寄附食品等を効率的に配布することを目的に設置されている。
・ 世宗/セジョン特別自治市に所在（2018年7月に移転）
・ 延べ床面積 約3,345m2/1,012坪、屋根付きの仮置場約330m2/100坪
・ 物流倉庫の他、事務所、PC研修室、冷蔵・冷凍設備を有す

【参考】保健福祉部HPに施設の様子が写真で紹介されている。
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３－４．食品等の寄附に関する促進策（6/6）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 寄附食品等の提供事業が全国共通の事業であることを示し、また国民に向けた広報を目的に、

輸送車両はフードバンクのシンボルマークおよび代表番号、キャラクター等にて装飾される必要があるとしている。

図 輸送車両の外装に関する指定

輸送車両による宣伝

（出所）保健福祉部 「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（p.17）
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３－５．韓国フードバンクシステムの国際展開

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 近年韓国（中央フードバンク）は、アジア発展途上国向けにフードバンクシステムのモデル移転事業を実施している。

⚫ 2019年より取組を開始。モンゴルとベトナムを対象に、現地調査や覚書の締結を実施した。

⚫ モンゴル：タスクフォースチームの設立、現地調査の実施（ウランバートルの４地区）、食品企業・NGOへのインタビュー、

覚書の締結、モンゴルフードバンク開発計画プロジェクトの支援

※Kwon Jin and Lee Sang Woo（2020）が、モンゴルへの展開について研究報告

⚫ ベトナム：覚書の締結、現地調査、開発計画プロジェクトの支援

◼ 2019年10月「アジア太平洋フードバンク会議（GFN Asia-Pacific Food Bank Conference）」

⚫ 韓国保健福祉部/韓国社会福祉協議会/中央フードバンク、The Global FoodBanking Network (GFN)の共催で、

アジア太平洋地域にてフードバンク活動を推進するために開催。（2021年にもアジアフードバンク会議を開催）

⚫ 目的：アジア太平洋諸国における貧困問題に共同で対応すべく、国際連携を強化するため。

⚫ 参加国：

- 韓国フードバンクシステムの導入に興味のある国：

ベトナム、モンゴル、ニュージーランド、マレーシア、インド、インドネシア、タイ、パキスタン、フィリピン

- フードバンクの実施経験のある国（関係者、専門家）：台湾、シンガポール、中国、オーストラリア

モデル移転事業

（出所）中央寄附食品等支援センターHP「Korea Foodbank Model Dissemination Project」、Kwon Jin and Lee Sang Woo（2020）Exploring the Possibility 
of Spreading the Korean Food Bank Model : Focusing on the Mongolia Food Bank Case 생명연구, Vol.55, pp.149-178. 、朝鮮日報 「21～25日『2019ア
ジア太平洋フードバンク会議』（2019年10月17日）」、 BOKJITIMES「韓国のフードバンクモデルが世界へ（2019年11月18日）」 （いずれも2023年1月12日最終確認）
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３－６．コロナ禍におけるフードバンクの活動状況（1/2）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 2020年の新型コロナウィルスの感染拡大を受け、

社会福祉協議会/中央フードバンクは困窮者へのマスクや食品等の提供のほか、２つのパイロット事業を実施してきた。

◼ 「緊急フードパック／이머전시 푸드팩」パイロット事業（緊急食料支援事業）

⚫ 2020年5月より、事業開始。ミネラルウォーター、インスタント麺等を一式とするセット提供を行う。

⚫ 2020年度事業（The Global Foodbanking Networkより 35,000USDの寄附を受け、実施。）1

- 協力企業：食品製造事業を行う５社（農心/ 농심、東西(トンソ)食品/동서식품、ボン・イフ/본아이에프、

SPCグループ/SPC그룹、農心ケロッグ/농심켈로그가）

- 新型コロナウィルスや大規模災害によって食料支援が必要な家庭へ優先的に提供を行う（8,000世帯以上を目標）

- 通常の寄附事業は利用者の選定には自治体との協議が必要であるが、緊急支援事業では簡単な相談のみで

寄附を利用できる点が特徴である。

⚫ 2021年度事業：韓国社会福祉協議会/中央フードバンクと、株式会社農心/농심が協働で事業を継続。 2

- 10の広域自治体にある、20のフードバンク・フードマーケットで提供している。

- (1) 【常時対応】福祉支援の対象とならない住民を対象に、毎月25個ずつ提供する。

すぐに食べられる乾麺と冷凍食品、ミネラルウォーターが提供される。

- (2) 【緊急支援】新型コロナウィルス等の災害時に、地域住民向けに支援を実施する。

緊急時にもすぐ食べられるインスタント麺（カップ麺）、ミネラルウォーターが提供される。

コロナ禍での活動状況
（緊急食料支援事業）

（出所） 1) BOKJITIMES 「中央フードバンクが緊急食料支援事業を開始（2020年5月20日）」、
2) 中央寄附食品等支援センターHP 「緊急食料支援事業」 （いずれも2023年1月12日最終確認）
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３－６．コロナ禍におけるフードバンクの活動状況（2/2）

３．韓国のフードバンク活動の実態

◼ 「無人フードバンク」パイロット事業

⚫ 背景：2020年3月、新型コロナウィルスの蔓延により、約半数の地域フードバンクが閉鎖。食料等の支援を継続的かつ

安全に利用できるよう、中央フードバンクは「無人フードバンク」パイロット事業を開始した。

⚫ 提案者：忠清/チュンチョン北道 堤川/チェチョン市社会福祉協議会

（2020年のアイディアコンテストにて、保健福祉大臣賞を受賞。堤川/チェチョン市フードバンクを運営。）

⚫ 実施場所：全国４か所（忠清/チュンチョン北道 堤川/チェチョン市フードバンク／ 제천시푸드뱅크、

ソウル特別市城東/ソンドン区の城東ホープ・フード・シェアリングセンター／ 성동희망푸드나눔센터、

光州/クァンジュ広域市北/プッ区のオチギフードバンク／오치기초푸드뱅크、

全羅/チョルラ南道の羅州/ナジュ市のナジュ市フードバンク／나주시푸드뱅크）

⚫ 利用方法

(1) フードバンクやフードマーケットの職員がロッカー内を清掃・消毒

(2) 職員がロッカーのボックス内に寄附品を格納し、利用者に保管ボックスの確認コードを送付

(3) 利用者は指定期間内にロッカーを訪れ、確認コードを入力して、寄附品を受け取る（夜間も受取可能）

※ロッカーには液晶モニターが取り付けられており、登録やコードの入力は液晶画面で操作する。

【参考】BOKJITIMESの記事に、ロッカーの様子が写真で紹介されている。

コロナ禍での活動状況
（無人フードバンク事業）

（出所） BOKJITIMES 「ポストコロナ時代、非対面型無人式フードバンクを開設（2021年7月26日）」（2023年1月12日最終確認）
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４．韓国の食品廃棄物政策の特徴
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（出所）環境部 「環境白書2021」（P.203-204）、環境部を含む複数省庁 「食品廃棄物削減総合対策（2010）」（P.5）、
公益財団法人流通経済研究所 「海外における食品廃棄物等の発生状況及び再生利用等実施状況調査（平成28年3月11日）」（P.139）、
小林富雄（2016）「韓国における食べ残しに関する食品廃棄物制度の分析─わが国の食品リサイクル制度への示唆─」（p.48-49）

４－１．食品廃棄物の削減・資源化に関する法律や制度（1/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 韓国では、環境部および関連省庁（農林水産食品部、教育科学技術部（現 教育部、科学技術情報通信部 他）により、食品廃

棄物を含む廃棄物の削減や資源化に関する法律や制度が制定・運用されてきた。

◼ 食品廃棄物の従量課金制は、2013年の改正廃棄物管理法の施行により、本格的に導入が開始された。

◼ 食品廃棄物の削減目標は、「食品廃棄物削減総合対策（2010年）」にて国家目標が示され、「食品廃棄物の発生抑制

計画の策定サイクルと評価方法に関するガイドライン（2015年）」にて、自治体別の削減目標の最低基準が設定された。

1986年
「廃棄物管理法」施行
廃棄物処理における地方自治体の役割等を規定
※1991年改正では資源化推進の方向を明確化

1992年
「資源の節約と再活用の促進に関する法律」施行
廃棄物の発生抑制の促進の強化等を規定
※2002年改正では拡大生産者責任（EPR）を明示

1995年
廃棄物の収集料金等に関する従量課金制の導入
家庭から発生する廃棄物及び、それに類似した性状の事業所から発
生する廃棄物につき、指定有料ごみ袋等による従量課金制を開始

2000年
「改正廃棄物管理法」施行
一定規模以上のレストラン、ホテル、農場、漁業市場、小売店に対し
生ごみの減量を義務付け。未実施の場合は罰金を科す体制を構築

2001年、
2002年

「ごみ従量制改善総合計画」（2001）
「ごみ従量制施行指針改正」（2002）の施行
従量課金制の導入について、共同体レベルの社会的コンセンサスが
不十分であったことから、上記計画等に基づく啓蒙活動を実施

2005年
食品廃棄物の直接埋立の禁止
食品廃棄物の分別排出の本格実施

表 韓国における食品廃棄物の削減・資源化に関する主な法律や制度（1986年～2019年）

2010年

「食品廃棄物削減総合対策」の制定
2012年時点で予想される食品廃棄物量を「20%削減」することを
国家目標に設定
2012年までに144の自治体で従量課金制を導入する目標を制定

2012年、
2013年

食品廃棄物の従量課金制の本格実施
2013年内に144の自治体で従量課金制を導入する目標を制定
※「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012）において
従量課金制の運用方法（住民負担率の水準等）を設定

2015年
「食品廃棄物の発生抑制計画の策定サイクルと
評価方法に関するガイドライン」の施行
各自治体における食品廃棄物の年間削減目標の最低基準を設定

2018年
「資源循環基本法」の施行
生産から再生利用までの全過程を網羅する体系的な資源循環政策
を推進。再生資源の循環利用を促すため「廃棄物処理税」を導入

2019年
「ごみ手数料従量制施行指針」の施行
（食品廃棄物に限らず）手数料従量課金制に関するガイドラインを
制定。指定有料ごみ袋への再生利用素材の利用等を規定

従量課金制

従量課金制

従量課金制削減目標

削減目標

従量課金制

従量課金制

法律・施策の概要

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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４－１．食品廃棄物の削減・資源化に関する法律や制度（2/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 家庭から発生する廃棄物の処理の責務は、廃棄物管理法に定められている。

また「家庭から発生する食品廃棄物」に対する従量課金制の法的根拠は、同法の2013年施行版より明記された。

◼ 廃棄物管理法 第14条（生活廃棄物等の処分）（2023年1月1日施行、2022年12月31日改正）

⚫ (1) 特別自治市の長、特別自治道の長、市・郡・区の長は、管轄区域から排出されるごみ処理を行わなければならない。

⚫ (5) 特別自治市の長、特別自治道の長、市・郡・区の長は、生活廃棄物を処分する際には、ごみの種類及び量に応じて、

手数料を徴収することができる。この場合、手数料は当該自治体の条例で定めるところに従って、従量制のごみ袋や廃棄

物である旨を示すステッカー等を販売することで徴収するものとするが、食品廃棄物の場合は排出量に応じて算定した料

金を請求することで徴収することができる。

※2013年6月2日施行版（2012年6月1日改正）にて、食品廃棄物の記載（上記の赤字）が追加され、

食品廃棄物の従量課金制に対する法的根拠が明確化された。

環境部も2013年5月30日のプレスリリースにて、「食品廃棄物の従量課金制の本格導入」を周知している。

※なお、第68条（罰則）には、従量課金制への料金未払い等に対する罰則は規定されていない。

従量課金制の法的根拠

（出所）国立法律情報センターHP 「廃棄物管理法」、環境部HP 「通知 食品廃棄物の従量課金制の実施に関するガイダンス」添付資料
（いずれも2023年1月24日最終確認）
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（出所）国立法律情報センターHP 「廃棄物管理法」「廃棄物管理法施行規則」 （いずれも2023年1月24日最終確認）

４－１．食品廃棄物の削減・資源化に関する法律や制度（3/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 韓国では従量課金制の他、各自治体における「食品廃棄物の発生抑制計画の策定義務」を規定している点も特徴である。

◼ 廃棄物管理法 第14条の３（食品廃棄物の発生抑制計画の策定）

⚫ (1) 特別自治市の長、特別自治道の長、市・郡・区の長は、管轄区域内における食品廃棄物（農産物、水産物、畜産

物等の廃棄物を含む）の発生を最大限抑制し、発生した食品廃棄物を適正に処理するため、

次の事項を含む「食品廃棄物の発生抑制計画」を策定し、毎年進捗成果を評価しなければならない。

1. 食品廃棄物の発生状況および処理状況

2. 食品廃棄物の発生量に関する将来予測、適正処理計画

3. 食品廃棄物の発生抑制の目標および目標達成の方策（４－２(3/3)参照）

4. 食品廃棄物処理施設の設置状況および今後の設置計画

5. 食品廃棄物の発生抑制および適正処理のための技術的・財政的支援案（財源の確保計画を含む）

⚫ (2) 計画の策定周期、評価方法等の必要事項は、環境省令で定める。

→廃棄物管理法施行規則 第16条(1)(2)にて、

食品廃棄物の発生抑制計画の策定期間は５年間とし、年度毎に進捗を評価する旨が定められている。

※2013年7月16日施行版（2013年7月16日改正）より、食品廃棄物の発生抑制計画の策定が追加された。

なお、同時に第15条の２にて、食品廃棄物の大量排出事業者に対する報告義務等を新たに規定している。

（施行規則の改正・施行は2014年1月17日）

食品廃棄物の発生抑制
計画の策定義務
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（出所）環境部 「環境白書2021」（P.176）、環境部、韓国環境公団「2020年 全国廃棄物発生及び処理現況」（P.4）
日本貿易振興機構アジア経済研究所「アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書 第1章 韓国における産業廃棄物・リサイクル政策」（P.6）
仁川広域市桂陽区HP「事業所廃棄物」（2023年3月17日最終確認）

４－２．食品廃棄物の定義と発生状況（1/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

廃棄物

生活廃棄物／생활폐기물
下記「事業所廃棄物」に含まれない廃棄物（家庭からの排出分及び、小規模事業所等からの排出分）

※生活廃棄物は、事業所廃棄物以外の廃棄物と定義される。そのため、小規模場業所は廃棄物排出量平均300kg/日未満
の事業所から排出される廃棄物など、下段の事業所廃棄物のいずれにもあたらないものと推察される。

事業所廃棄物
／사업장폐기물
「大気浄化法」等の関連法や
大統領令で定められた事業
所等から発生する廃棄物等

事業所一般廃棄物
／사업장일반폐기물
指定廃棄物・建設廃
棄物を除く事業所廃
棄物

事業所生活系廃棄物
／사업장생활계폐기물**
平均300kg/日（≒平均110ton/年*）以上
廃棄物を排出する事業所等から発生する廃棄物

事業所排出施設系廃棄物
／사업장배출시설계폐기물
「大気浄化法」等の関連法や大統領令に基づいて、
排出施設を設置・運営する事業所からの排出

指定廃棄物／건설폐기물（一部に医療廃棄物を含む）
環境汚染・人体への害等を及ぼす可能性のある有害物質

建設廃棄物／지정폐기물
建設現場で発生する工事の作業由来の廃棄物

生活系廃棄物／
생활계폐기물

表 韓国における廃棄物の分類（韓国「廃棄物管理法」の定義）

◼ 韓国における「食品廃棄物／음식물류 폐기물（直訳では、食品物流廃棄物）」は、発生源に応じて「生活廃棄物」に

含まれるものと、「事業所廃棄物の、事業所生活系廃棄物」に含まれるものが存在する。

◼ 日本でいう「家庭系食品廃棄物」は、「生活廃棄物中の食品廃棄物」の内数である。「生活廃棄物中の食品廃棄物」は、

小規模事業所等（≒年間110ton未満*の廃棄物排出事業者）が排出する食品廃棄物を含む点に注意が必要である。

なお、韓国では可食部・不可食部で分類した把握は実施されていないと考えられる。（2023年3月4日現在）

食品廃棄物の定義

（上表は同出所を基に、MURC作成）

（*）300kg/日×365日＝110ton/日 とMURC換算。あくまで定義は日量である点に注意。（**）環境公団は「사업장비배출시설계 폐기물」とも表記。
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（出所）韓国統計庁ウェブサイト KOSIS「廃棄物処理現況_生活廃棄物（생활폐기물）」 、中央日報 「韓国、一日の生ごみ２万トンの秘密…４分の１は
食べる前に捨てられる（2022年1月17日）」（いずれも、2023年3月9日最終確認）

４－２．食品廃棄物の定義と発生状況（2/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

食品廃棄物の従量課金制の本格導入

図 生活廃棄物に占める食品廃棄物の発生量の割合（1996年～2019年）

◼ 韓国における生活廃棄物（家庭からの排出分及び、小規模事業所等からの排出分）の発生量の推移は下図のとおりである。

◼ 2013年に食品廃棄物の従量課金制を本格導入したが、生活廃棄物内の食品廃棄物及び、生活廃棄物全体の発生量

は増加傾向にあった。（直近で見ると食品廃棄物は、14,669トン/日(2016年)→14,548トン/日(2019年)と減少傾向にある）

◼ 生活廃棄物に占める食品廃棄物の割合は2015年以降、微減傾向にある。（32.9%(2015年)→31.7%(2019年)）

※韓国中央日報も、2013年の従量課金制度が開始した後、食品廃棄物対策が顕著に進んではいない旨を報じている。

食品廃棄物の発生状況

（注）統計庁ウェブサイトおよび環境白書には、家庭から排出される食品廃棄物のみを集計した結果が整理されてはいない。
グラフの食品廃棄物の発生量は、「食品廃棄物の分別回収分」と「他の廃棄物との混合回収分」を加算して作成。

食品廃棄物の直接埋立禁止
ならびに分別回収の本格実施

（上図は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）国立法律情報センターHP 「食品廃棄物の発生抑制計画の策定サイクルと評価方法に関するガイドライン」 （2023年1月24日最終確認）

４－２．食品廃棄物の定義と発生状況（3/3）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 国全体における食品廃棄物の削減目標は、「食品廃棄物削減総合対策（2010年）」を最後に確認されなかった。

※削減目標：2012年時点にて、食品廃棄物の発生予測値の20%削減（2010年の発生量を基準とする）

◼ 一方、食品廃棄物の発生抑制計画の詳細を定めた「食品廃棄物の発生抑制計画の策定サイクルと評価方法に関するガイ

ドライン（初版：2015年9月施行、第２版：2020年9月8日施行・改正）」にて、各自治体における食品廃棄物の年間削減目標の

最低基準が設定されている。

⚫ ガイドライン第４条(3) 「食品廃棄物の発生抑制計画の削減目標は、財政的及び制度的状況を考慮して

毎年設定するものとし、具体的な基準は別表第1のとおりとする」

⚫ 世帯当たりの削減目標の最低基準として▲0.5%/年以上を設定しているが、排出量の多い自治体（上位20%）、

少ない自治体（下位20%）については、 ▲0.7%/年以上、▲0.3%/年以上と異なる基準を設定している。

削減目標の指標 単位 各年度の最低削減目標 基準年

総量 ton/年 世帯当たり発生量と同規模

前年度の結果
※2015年度は、
2011年から2013年までの
3年間の平均データに基づく。

世帯当たり発生量 kg/人・年

・ 45kg/人・年未満 ：▲0.3%/年

・ 45～90kg/人・年 ：▲0.5%/年

・ 90kg/人・年以上 ：▲0.7%/年

大規模事業所当たりの発生量 kg/事業所・年 ▲0.5%/年

※世帯当たりの発生量には、家庭だけでなく、小規模飲食店を含む

表 食品廃棄物の削減目標の最低基準（ガイドライン別表第１）

食品廃棄物の削減目標

（上表は同出所 別表第1を基に、MURC作成）
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（出所）1) 環境部HP 「通知 食品廃棄物の従量課金制の実施に関するガイダンス」添付資料
2) 環境部を含む複数省庁「食品廃棄物削減総合対策（2010）」（P.8,10） （いずれも2023年1月24日最終確認）

４－３．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要（1/5）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 環境部が2013年の本格導入に際し、導入計画および期待する効果は以下のとおりであった。1

⚫ 導入技術の基本方針：RFIDタグの使用を原則とするが、有料ステッカーおよび専用の有料ごみ袋も併用する 2

⚫ 導入目標：2013年内に、食品廃棄物の分別収集を実施する全144の自治体へ本格導入（※自治体の総数は230）

⚫ 期待する効果（環境部試算）

- 食品廃棄物の発生を、最大20%削減できる

- 20%削減時は、食品廃棄物の処理費用が年間1,600億ウォン（約160億円）削減される

- また省エネにより、５兆ウォン（約5,000億円）の経済的利益が発生する

⚫ 2012年にRFID導入実証事業を実施した自治体における食品廃棄物の削減効果は、最大▲28.7%であった。

※削減効果が紹介されていた自治体
금천구：ソウル特別市衿川/クムチョン区、
양주시： 京畿/キョンキ道 楊州/ヤンジュ市、
익산시：全羅北/チョルラブク道 益山/イクサン市、
정읍시：全羅北/チョルラブク道 井邑/チョンウプ市、
포항시：慶尚北/キョンサンブク道 ポハン市、
김천시：慶尚北/キョンサンブク道 金泉/キムチョン市

図 RFID導入実証事業を実施した自治体における食品廃棄物の削減効果

従量課金制に期待される効果

（上図は同出所１を基に、MURC加筆）
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◼ 食品廃棄物の排出費用（住民から徴収する金額）は、自治体毎に設定した従量制における収集・処理単価に基づき、計算する。

食品廃棄物の排出費用（ウォン）＝収集・処理単価（ウォン／kg）×排出量（kg）×住民負担率（%）

◼ なお、従量課金制の定着（急激な値上げによる物価上昇の抑制、住民の経済的負担の低減）を目的に、「住民負担率」を採用し、費用を

算出することとする。住民負担率は、下記の水準を目安に、段階的に引き上げる。（都市部ほど、早期に80%へ引き上げる計画。）

◼ また、排出の多い家庭が自発的に発生抑制に取り組むよう、排出量別に異なる賦課額を設定することも検討する。

４－３．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要（2/5）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 従量課金制にて課す排出単価（ウォン／kg）は、各自治体が設定する。「食品廃棄物従量課金制の施行指針（2012年

発行、2018年改訂）」にて、住民の費用負担は導入から段階的に引き上げていくこととし、その水準の目安を示している。

2010年
(基準値)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

全国平均 32.1% 50% 60% 70% 80% 80% 80%

特別市 54.6% 60% 70% 80% 80% 80% 80%

一般的な市 29.0% 50% 60% 70% 80% 80% 80%

都農複合形態市 24.6% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

郡 12.0% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

表 住民負担率の引き上げ水準案（目安）

料金設定の考え方

世帯当たりの排出量 20kg/月 以下 20～30kg/月 30kg/月以上

賦課額（ウォン/kg） 80ウォン／kg 100ウォン／kg 120ウォン／kg

表 世帯当たりの賦課基準の例

（出所）環境部 「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012年発行、2018年改訂）（P.18-19）
（上表は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）環境部 「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012年発行、2018年改訂）（P.4-7）、環境部 「環境白書2021」（P.205-206）

４－３．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要（3/5）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 課金方法は以下3つがあり、導入費用や削減されうる収集運搬費等の地域特性を踏まえ、各自治体が選択する。

なお、食品廃棄物の回収方法（戸別収集、共用容器での収集）についても、課金方法と組み合わせる形で各自治体が

選択しており、多くの自治体では住宅形態別に異なる回収方法を定めている。

◼ 本指針においては、排出者負担の原則に基づき、また排出量に比例して手数料を課す従量制の趣旨を考慮して、

最も精緻に重量を把握することができる「①RFIDによる重量測定方式」を優先的に導入することとしている。

◼ 「③指定有料ごみ袋」は、飼料・堆肥等の品質向上を目的に、段階的に使用を廃止する方針が示されている。

方法 概要

①RFIDによる
重量測定方式

・排出者が生ごみを専用容器に投入
・データ（排出者、排出重量、排出
した時間等）が中央システムに送信
され、同情報を基に料金を徴収

①-1.個別計量方式
- 排出者が計量機能等のある大型の共用容器に生ごみを投入
- 共同住宅団地などに適用、後払い制

①-2.車両計量方式
- コンテナ等で排出者が排出した生ごみを車で計量
- 飲食店や宿泊施設等に適用、前払いまたは後払い制

①-3.ポータブルリーダー（携帯）方式
- 排出者が小型の共用容器に生ごみを投入し、電子タグを読み取り
- 一戸建て、小型飲食店などに適用、後払い制

②チップ（ステッカー）方式
・排出者が指定容器に生ごみを投入。容器が満杯になった際に、
専用のチップ（またはステッカー）を購入してた容器に貼り付け。自治体等が容器を回収

③指定有料ごみ袋方式

・排出者が指定有料ごみ袋を購入し、自治体の収集方法に応じて袋を分別排出するか、
専用の大きな容器に投入。袋の購入代金は、廃棄物の収集運搬・処理費用に充足

※ただし、飼料・堆肥等の品質向上を目的に、指定有料ごみ袋の使用を段階的に廃止し、より環境負荷の少ない方法へ
移行する方針が示されている(国家政策調整会議 2012/6/8) 

表 食品廃棄物の従量課金制度における課金方式の概要

課金方法の種類

（上表は同出所を基に、MURC作成）
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４－３．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要（4/5）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

表 課金方法毎の特徴（導入コスト、メリット、デメリット）

課金方法の種類別の特徴

方法 容器・袋の単価 メリット デメリット

①RFIDによる重量

測定方式

①-1.
個別計量方式

180万ウォン/台
（約18万円/台）

• 高い計量精度
• 利便性が高い
• データ管理の改良が容易（先

進的なシステムの適用が容
易）

• 他方式よりも、初期費用・維持
費用が高い

①-2.
車両計量方式

1,500万ウォン/台
（約150万円/台）

• 初期費用が比較的安い。個別
に機器を設ける場合に比べ、設
置および維持コストが削減

• 戸別の発生量の把握が困難。ご
みの発生が実感されにくいため、
発生抑制効果が低い

①-3.
ポータブルリーダー
（携帯）方式

（不明） • 初期費用が比較的安い
• ごみの排出が比較的楽

• 正確な重量の把握が困難
• 収集事業者がデータを入力する

手間が発生

②チップ（ステッカー）方式
10万ウォン/台
（約1万円/台）

• RFID方式に比べ、

初期費用が安く、

メンテナンスも容易

（電気不要）

• 計量機能が弱い

• 容器が回収されている間は、容器

を使用することができないため不

便

③指定有料ごみ袋方式
500ウォン/枚
（約50円、5L袋）

• 費用は最も安い • リサイクルの実施が困難

（出所）環境部 「環境白書2021」（P.205-206）、環境部 「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012年発行、2018年改訂）（P.23）
韓国環境公団HP 「RFIDによる食品廃棄物管理システムの構築・運用」 （2023年1月24日最終確認） （上表は同出所を基に、MURC作成）
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４－３．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の概要（5/5）

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

課金方法の導入優先順位

◼ また、同制度を導入する地域・住宅の形態別に、各課金方法の導入の優先順位が示されている。

◼ 都市型・都農型の地域においては、先述の方式間の優先順位の考え方に沿って整理されている。

一方で、農村型においては、②チップ（ステッカー）の導入が①RFIDよりも優先されており、一部の住宅等の形態では

③指定有料指定ごみ袋の使用が認められている。

優先
順位

都市型 都農型 農村型

一戸建て 共同住宅 飲食店 一戸建て 共同住宅 飲食店 一戸建て 共同住宅 飲食店

1
①-3 RFID
携帯方式

①-1 RFID
個別計量方式

①-2 RFID
車両計量方式

①-3 RFID
携帯方式

①-2 RFID
車両計量方式

①-2 RFID
車両計量方式

②チップ
(ステッカー)

②チップ
(ステッカー)

②チップ
(ステッカー)

2
②チップ

(ステッカー)
①-2 RFID

車両計量方式
②チップ

(ステッカー)
②チップ

(ステッカー)
①-1 RFID

個別計量方式
②チップ

(ステッカー)
③指定袋

①-2 RFID
車両計量方式

③指定袋

3 ―
②チップ

(ステッカー)
― ―

②チップ
(ステッカー)

― ― ― ―

※①～③は前頁と対応

表 地域・住宅形態別で導入が推奨される課金方法

（出所）環境部 「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012年発行、2018年改訂）（P.8-10）
（上表は同出所を基に、MURC作成）
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（出所）1) 韓国環境公団HP 「RFIDによる食品廃棄物管理システムの構築・運用」、2) 韓国行政安全部 「2022年地方自治団体行政区域及び
人口現況(21.12.31.基準)」 P.4-5 （いずれも2023年1月24日最終確認）

４－４．家庭系食品廃棄物の従量課金制度の運用実態

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 2021年現在、全国166自治体に導入し、導入世帯数は652万世帯であった。導入世帯数(b)・RFID数(c)は右肩上が

りであり、継続的に導入が進んでいるとわかる。

図 RFIDの導入状況（2010年～2021年）
（a：自治体数、b：世帯数、c：RFID数）

※総自治体数は226自治体、総世帯数は2,347万世帯
（2021年12月31日現在、行政安全部）

従量課金制の普及状況

a b

c

（上図は同出所１を基に、MURC作成）
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（出所）韓国統計庁ウェブサイト KOSIS「廃棄物処理現況_生活廃棄物（생활폐기물）」 （2023年3月9日最終確認）

４－５．食品廃棄物のリサイクル制度の運用実態

４．韓国の食品廃棄物政策の特徴

◼ 「生活廃棄物中の食品廃棄物」のリサイクル率は、1996年には2.6%と低水準であったが、処理方法の転換の方針に伴って

リサイクルの実施率が上昇し、2007～2015年は常に90%を上回り、2010年は95.1%であった。

◼ 2015年以降はリサイクル率が減少し、2019年は88.3%であった。食品廃棄物の回収量（下図での処理量）は増加してい

るものの、焼却処理に回る重量が増加傾向にあることが近年の特徴と言える。

図 「生活廃棄物中の食品廃棄物」の処理状況（1996年～2019年）

リサイクルの実施状況

食品廃棄物の従量課金制の本格導入

食品廃棄物の直接埋立禁止
ならびに分別回収の本格実施

（上図は同出所を基に、MURC作成）
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５－１．寄附文化の定着度合いと食品寄附量の関係性

５．諸外国の食品寄附に関する法制度のまとめ

◼ 小林（2019）は、各国の寄附文化の定着度合いを示す指標の一つである、 World Giving Index(WGI)と、

各国の食品寄附取扱量の関係を整理している。なお、食品寄附取扱量は2015年時点の簡易推計値である。

⚫ アメリカはWGIが高く、寄附文化が元々あった国であり、基本的にインフォーマルケアな取組としてフードバンク活動が始動

し、各国の文脈における促進策を受けつつも、自発的に普及が進んできた。

（豪州も同様に考察でき得る。イギリスは、2015年段階はフードバンク活動の導入初期段階であると評価されている。）

⚫ 一方、フランスと韓国はWGIが低い国であり（2015年時点は各74位、64位）、寄附文化が十分には定着していな

いにも関わらず、食品寄附取扱量は高い水準である。この背景には「食品寄附の啓発や減税など、いわば外発的に食品

寄附取扱量を増加させる手法」が効果を有す可能性が考えられ、両国の事例は「政策的にもフードバンク活動を普及させ

ることは可能であることを意味し得る」と小林は評価している。

1)小林(2019)が、2015年時点の人口一人当たりの寄附食品取扱量を推計。
2)World Giving Index(WGI)による寄附行動の順位
（見知らぬ人の支援、金銭の寄附、ボランティア労働の実施のスコアの合計から求まる）
Charities Aid Foundation「World Giving Index 2022」を参考情報としてMURC追記

図 フードバンク食品寄附取扱量とWGIランクの関係

（出所）小林富雄（2019）世界のフードバンクとその多様性、韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会福祉協議会協議会の事例ー
小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.15-30、51-72
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（出所）消費者庁 「諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査業務報告書」（2021年）

５－２．諸外国の食品寄附に関する法制度概要

５．諸外国の食品寄附に関する法制度のまとめ

項目 アメリカ フランス オーストラリア 韓国 日本

食品寄附に係る

税制優遇

一般控除に追加して、食

品寄附に特化した拡大

控除あり（食品の価値の

2倍が上限）

食品寄附の60%相当額の

税控除と、廃棄税の回避に

よるメリット

一般的な寄附控除

（食品寄附に特化した

優遇措置なし）

一般的な寄附控除（食品寄

附に特化した優遇措置なし）

（寄附した食品の帳簿価額分

を損金算入可能）

一般的な寄附控除（食品寄附に

特化した優遇措置なし）

（食品寄附を行う場合のコスト（輸

送費、保管費、関連人件費等）は

損金算入可能との解釈）

寄附した食品に

起因する意図

しない事故の

免責制度

善 き サ マ リ ア 人 の 法 で

一定の要件の下での

寄附者と提供者(NPO)

を免責

政府はフードバンク団体に

対して民間の保険の活用を

推奨

各州がそれぞれ一定の

要件の下での寄附者・

提供者を免責

一定の要件の下での寄附者・

提供者の免責や、一定取扱量

以上のフードバンク団体等の

損保加入を義務付け

急迫の危害を免れさせるための行動

（事務管理）について、悪意又は

重過失の場合を除き、民事上の損

害賠償責任を負わない（民法第

698条）等の規定はあるが、

食品寄附者・提供者の免責につい

て具体的な規定はない。

食品の

廃棄規制
なし

売れ残り食品の廃棄禁止

（対象事業者から食料援

助団体への食品寄附のため

の協定の提案を義務化）

なし
住宅から排出される食品廃棄

物の従量課金制度を導入
なし

その他

余剰農産物などを政府が

買い上げ、各州を通じて

フードバンクに提供。

また、連邦機関からの食

品寄附奨励。

ー ー ー ー

食品寄附の規模
寄附量は739万トン

（2018年）

寄附量は11.5万トン

（2019年）

寄附量は4.8万トン

（2016/2017年度）

寄附量は約2,400億ウォン

（約240億円）（2021年）

近年の寄附量は

少なくとも１万トン程度と推計

◼ 食品寄附に関する促進策は大きく３つであり、税制優遇（寄附者が食品の寄附をする際にかかるコストの軽減）、免責制度

（寄附された食品で食中毒など意図しない事故が起こった場合の寄附者の免責）、廃棄規制（食品廃棄の規制によって食

品の寄附を後押し）と整理できる。その他、アメリカのように行政機関からの余剰食品の寄附を奨励する施策の例もある。

表 諸外国の食品寄附に関する法制度の整理表 ※着色の項目は、特徴的な制度

（上表は同出所及び本調査結果を基に、MURC作成）
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６．法制度導入にあたっての課題等の整理
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６－１．食品寄附に関する国内法制度・実態との比較

６．法制度導入にあたっての課題等の整理

◼ 韓国は食品寄附に関する法制度（食品寄附活性化法）が存在しており、また食品寄附活動を推進する中央集権的な構

造が存在することが特徴である。下記に韓国の制度面の特徴と、同様の施策を日本に適用すると仮定した場合に生じる課題

等を整理した。

（出所）消費者庁 「諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査業務報告書」（2021年）

項目 制度の特徴 導入時に想定される、国内の受け止めや課題

免責制度
(食品寄附活性化法)

【民事責任】

・寄附者に非が無い場合は、民事責任が免除される。

・食品寄附活性化法の「届出」を行っているフードバンク
団体は民事責任を負うが、国が損害保険への加入を
義務付けている。なお、保険料は国が負担している。

【刑事責任】

・重大な過失がない場合は、酌量すべき事情を考慮し
て刑事責任が減刑又は免除される。

■免責制度を「導入すべきではない」という意見はない

・免責制度だけが導入されても意味はなく、フードバンク団体
での食品の取扱い不安による、食品企業のブランド価値の
毀損リスクへの懸念が勝るだろう。

→韓国でも同様の意見は確認された。３－２(7/7)

・免責制度が導入されることで、企業が恐れる賠償リスクの
低減に繋がり、寄附の後押しになる。

（参考）消費者庁 令和2年度調査

税制優遇
(法人税法、所得税法)

【製造/卸/小売業を行う者による、食品の寄附】

・帳簿価額が100%税額控除される。

【その他の寄附】

・寄附金として、法人税・所得税の控除が得られる。

■現行の法人税法でも一定の要件のもとで全額損金算入
が可能であるが、以下の課題は依然として想定される。

・ 制度の認知度が十分には高くないこと

・ 企業内の寄附担当と経理・会計担当の連携に課題

（参考）消費者庁 令和2年度調査

食品寄附の
組織的な推進

(食品寄附活性化法)

・保健福祉部から委託を受けた韓国社会福祉協議
会が主導し、全国の社会福祉協議会や福祉団体と
連携して活動を展開。

・フードバンクは国や地方自治体による指導・監督を
受けるが、人件費や運営費の支援を得られる。

・フードバンクの加入義務がある損害保険については、
中央フードバンクが全団体を対象に一括加入し、
実行性を担保、手続きの簡素化を実現している。

■韓国の社会福祉協議会に相当する主体が必要

・韓国の食品寄附活動の発展は、法制度に基づく行政の
強力な関与が背景にはあるが、中央集権的な構造で食品
寄附活動を推進する社会福祉協議会の存在も不可欠で
あると言える。（例：損害保険を一括加入、寄附食品の
効率的な配分）

→同等の役割を担うことが可能な主体の検討が必要となる。

表 韓国における食品寄附制度の特徴と、日本に導入時の課題等
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６－２．食品廃棄物政策に関する国内法制度・実態との比較

６．法制度導入にあたっての課題等の整理

◼ 食品廃棄物政策について日本と韓国を比較すると、政策が取られてきた社会的背景が異なるほか、家庭から食品廃棄物を排

出する際の分別の有無および課金の有無が異なる。

◼ 韓国の事例を参考として新たな食品廃棄物政策の導入を検討する場合には、韓国は食品廃棄物の分別排出が進んでいる

点を踏まえて検討することが重要となる。

方法 韓国 日本

①食品廃棄物の減量・

再資源化に係る政策の

実施の背景

• 生ごみの埋立による悪臭問題が1990年代に顕在化

➢ 環境問題への対策をきっかけに諸施策を開始

➢ 生ごみの適正処理、家庭や食堂などから発生す
る生ごみの発生抑制などを重視して施策を実施
（例：生ごみ直接埋立の禁止（2005年））

• 家庭から発生する生ごみの焼却は早くから実施

• 食品関連事業者から大量に発生する食品廃棄物
等の発生抑制や資源としての再利用を重視した法整
備・施策実施を進めてきた
（例：食品リサイクル法（2000年施行）

②家庭からの食品廃棄物の

分別排出の有無、

課金の有無

• 2005年に食品廃棄物の分別排出、2013年に食品
廃棄物収集の従量課金制を全国で段階的に開始

• 食品廃棄物の収集に係る従量課金制を導入する自
治体は、全体の73.5%
（2021年、226自治体のうち166自治体）

• 食品廃棄物の分別排出および課金の実施の判断は
各自治体に任されている

• 食品廃棄物を他の可燃ごみと分別して収集する自治
体は、全体の15.5%（2021年度調査、1,663市
区町村のうち257自治体）

③食品廃棄物の収集にかかる

課金の方法

• 食品廃棄物の収集に係る従量課金制においては3種
類の課金方法があり、うちRFIDタグを利用して重量
データを記録・課金する方法を優先的に導入
（ほかの課金方式として、有料のチップ・ステッカーを回
収容器に付けて排出する方法、生ごみ専用の有料ご
み袋を利用する方法がある）

• 実施している自治体の多くは、有料ごみ袋を使用
（可燃ごみ収集用の袋、もしくは生ごみ専用の袋）

表 食品廃棄物政策における日韓の比較

（出所）吳佶鍾、酒井伸一 、矢野順也（2015）「韓国と日本の食品関連廃棄物の政策と推進状況の比較分析」（P.223-224）
環境省「令和３年度 食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査報告書」（P.3）
環境部 「食品廃棄物従量課金制の施行指針」（2012年発行、2018年改訂）（P.4-7, 23） （上表は同出所を基に、MURC作成）
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＜食品寄附＞

国立法律情報センターHP「食品寄附活性化法／식품등 기부 활성화에 관한 법률」
（2019年4月23日施行、2019年4月23日改訂版）※調査時点の最新版

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=208466&ancYd=20190423&ancNo=
16373&efYd=20190423&nwJoYnInfo=Y&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk
=0#0000

国立法律情報センターHP「食品寄附活性化法／식품등 기부 활성화에 관한 법률」
（2018年4月28日施行、2018年3月27日改訂版）

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=202945&ancYd=20180327&ancNo=
15538&efYd=20180428&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk
=0#0000

国立法律情報センターHP「食品寄附活性化法／식품등 기부 활성화에 관한 법률」
（2017年2月4日施行、2016年2月3日改訂版）

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=180764&ancYd=20160203&ancNo=
13999&efYd=20170204&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk
=0#0000

国立法律情報センターHP「食品寄附活性化法施行令（別表1）」

https://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=191391&lsNm=%EC%8B%9
D%ED%92%88%EB%93%B1+%EA%B8%B0%EB%B6%80+%ED%99%9C%EC%8
4%B1%ED%99%94%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%EB%B2%95%EB
%A5%A0+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&b
ylCls=BE&bylEfYd=20170204&bylEfYdYn=Y

国立法律情報センターHP「食品衛生法／식품위생법 第3条」
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981966&chrClsCd=
010202&ancYnChk=

国立法律情報センターHP「食品衛生法／식품위생법 第4条」
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981965&chrClsCd=
010202&ancYnChk=

国立法律情報センターHP「刑法/형법 第266-268条」
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981969&chrClsCd=
010202&ancYnChk=

国立法律情報センターHP「法人税法／법인세법」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B2%95%EC%9D%B8%E
C%84%B8%EB%B2%95

国立法律情報センターHP「法人税法施行令／법인세법 시행령」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B2%95%EC%9D%B8%E
C%84%B8%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9

国立法律情報センターHP「所得税法／소득세법」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%93%9D%E
C%84%B8%EB%B2%95

国立法律情報センターHP「所得税法施行令／소득세법 시행령」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%93%9D%E
C%84%B8%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9

国立法律情報センターHP「社会福祉法」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%82%AC%ED%9A%8C%
EB%B3%B5%EC%A7%80%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95/

Korea Law Translation Center HP
「ACT ON ENCOURAGING THE DONATION OF FOOD」

https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=48617&type=part&key=38

Korea Law Translation Center HP「INCOME TAX ACT」 https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=28557

保健福祉部／보건복지부「2012～2023年度寄附食品等の提供事業の案内／2012～2
023년도 기부식품등 제공사업 안내」

https://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb030301ls.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=
032901&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=%EA%B8%B0%EB%B6%80%EC%8B
%9D%ED%92%88#

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=208466&ancYd=20190423&ancNo=16373&efYd=20190423&nwJoYnInfo=Y&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=202945&ancYd=20180327&ancNo=15538&efYd=20180428&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=180764&ancYd=20160203&ancNo=13999&efYd=20170204&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=191391&lsNm=%EC%8B%9D%ED%92%88%EB%93%B1+%EA%B8%B0%EB%B6%80+%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94%EC%97%90+%EA%B4%80%ED%95%9C+%EB%B2%95%EB%A5%A0+%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9&bylNo=0001&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylEfYd=20170204&bylEfYdYn=Y
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981966&chrClsCd=010202&ancYnChk=
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981965&chrClsCd=010202&ancYnChk=
https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001981969&chrClsCd=010202&ancYnChk=
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B2%95%EC%9D%B8%EC%84%B8%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B2%95%EC%9D%B8%EC%84%B8%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%93%9D%EC%84%B8%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%86%8C%EB%93%9D%EC%84%B8%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%82%AC%ED%9A%8C%EB%B3%B5%EC%A7%80%EC%82%AC%EC%97%85%EB%B2%95/
https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=48617&type=part&key=38
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=28557
https://www.mohw.go.kr/react/jb/sjb030301ls.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=032901&SEARCHKEY=TITLE&SEARCHVALUE=%EA%B8%B0%EB%B6%80%EC%8B%9D%ED%92%88


82 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

LINE 本文ページ

参考資料１ 文献等調査の出典
出典名 URL

保健福祉部／보건복지부
「2023年度寄附食品等の提供事業の案内／2023년도 기부식품등 제공사업 안내」

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
（中央寄附食品等支援センターHP「2023년기부식품등 제공사업 안내입니다.（2023-01-
02）」に掲載）

中央寄附食品等支援センター
「2021年度韓国フードバンク年次白書／2021 전국푸드뱅크 연간 백서」

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
（中央寄附食品等支援センターHP「2021 전국푸드뱅크 연간 백서（2022-10-17）」に掲載）

中央寄附食品等支援センター
「2020年度韓国フードバンク年次白書／2020 전국푸드뱅크 연간 백서」

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
（中央寄附食品等支援センターHP「푸드뱅크 2020 연간 백서（2022-01-10）」に掲載）

保健福祉部、中央寄附食品等支援センター
「寄附食品等提供事業業務マニュアル／기부식품등 제공사업 업무 매뉴얼」

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
（中央寄附食品等支援センターHP「기부식품등 제공사업 운영매뉴얼（2022-02-15）」に掲載）

nielsen「フードバンク認識調査／푸드뱅크 인식조사（2015年2月）」
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
（中央寄附食品等支援センターHP「2015년 푸드뱅크 인식조사 보고서（2020-04-06）」に掲載）

中央寄附食品等支援センターHP
「2022年度 寄附食品等の提供事業 生産物賠償責任保険の案内」

https://www.foodbank1377.org/reference/notice.do 
（中央寄附食品等支援センターHP「2022년기부식품등 제공사업 생산물배상책임보험증권
안내（2022-03-22）」に掲載)

中央寄附食品等支援センターHP「緊急食料支援事業／긴급구호 지원사업」 https://www.foodbank1377.org/business/rescue.do

中央寄附食品等支援センターHP「寄附食品等の先進的な物流システムを目指します／기부식
품, 생활용품의 선진 물류시스템을 지향합니다」

https://www.foodbank1377.org/business/logistics.do

中央寄附食品等支援センターHP「運営実績の統計」 https://www.foodbank1377.org/statistics/statistics.do

中央寄附食品等支援センターHP「歴史」 https://www.foodbank1377.org/introduce/history.do

中央寄附食品等支援センターHP「한국푸드뱅크 모델 전수사업／Korea Foodbank 
Model Dissemination Project」

https://www.foodbank1377.org/business/international.do（韓国語版）
https://www.foodbank1377.org/koreafoodbank/service.do（英語版）

釜山鎮区フードマーケット／부산진구 푸드마켓 HP http://danggam.or.kr/page.php?idx=0203&device=pc

江南分かち合い移動フードマーケット／강남사랑나눔이동푸드마켓 HP http://kangnamfd.kr/bbs/board.php?bo_table=B12&wr_id=22&page=2

小関隆志（2018）韓国のフードバンクー政府主導下での急速な整備 佐藤順子（編）フー
ドバンクー世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策 明石書店 p.149-168

書籍

小林富雄（2019）韓国：フォーマルケアとしてのフードバンクの普及に関する分析ー韓国社会
福祉協議会協議会の事例ー 小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライ
チェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における課題− 筑波書房 p.51-72

書籍

章大寧（2010）韓国のFood Bank制度―環境・資源的役割に注目してー 南九州大学研
究報, Vol.40, pp.21-35

https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/40B021_035.pdf

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.foodbank1377.org/reference/notice.do
https://www.foodbank1377.org/business/rescue.do
https://www.foodbank1377.org/business/logistics.do
https://www.foodbank1377.org/statistics/statistics.do
https://www.foodbank1377.org/introduce/history.do
https://www.foodbank1377.org/business/international.do
https://www.foodbank1377.org/koreafoodbank/service.do
http://danggam.or.kr/page.php?idx=0203&device=pc
http://kangnamfd.kr/bbs/board.php?bo_table=B12&wr_id=22&page=2
https://www.nankyudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/04/40B021_035.pdf
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Kwon Jin and Lee Sang Woo（2020）Exploring the Possibility of Spreading 
the Korean Food Bank Model : Focusing on the Mongolia Food Bank Case 
생명연구, Vol.55, pp.149-178. 

https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSe
archBean.artiId=ART002562716

ホン・ミナ、ヤン・イルソン、ジョミナ、カン・ヘスン（2006）政府主導・民間フードバンク事業の運
営形態と特徴の分析／정부주도형 및 민간주도형 푸드뱅크(Food Bank) 사업의 운영
형태 및 특성 분석, 大韓地域社会栄養学会誌, Vol.11, No.5, pp.629-641. 

https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSe
archBean.artiId=ART001104334

高間満（2016）韓国における社会的企業の現状と課題 神戸学院総合リハビリテーション研
究 No.11, Vol.2 pp.1-13

http://www.reha.kobegakuin.ac.jp/~rehgakai/journal/files/no11-2/ronbun01.pdf

日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所ビジネス展開支援課「韓国における法人税の概要
（2022年3月）」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/f80d06b6299fbf3a/202203.
pdf

朝鮮日報 「21～25日『2019アジア太平洋フードバンク会議』／21~25일,‘2019 
아태푸드뱅크 컨퍼런스’개최（2019年10月17日）」

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/10/17/2019101701650.html

BOKJITIMES／복지타임즈「中央フードバンクが緊急食料支援事業を開始／전국푸드뱅크, 
긴급구호 식품지원 사업 펼친다（2020年5月20日）」

http://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=23203

BOKJITIMES／복지타임즈「ポストコロナ時代、非対面型無人式フードバンクを開設／포스
트 코로나 시대, 비대면 무인 푸드뱅크 운영한다（2021年7月26日）」

https://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=31315

BOKJITIMES／복지타임즈「韓国のフードバンクモデルが世界へ／한국형 푸드뱅크모델, 
세계로 향한다（2019年11月18日）」

https://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=22043

Charities Aid Foundation「World Giving Index 2022」
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-
giving-index-2022

Charities Aid Foundation「World Giving Index 2015」
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/caf-world-
giving-index-2015

消費者庁 「諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査業務報告書」（2021年）
※令和2年度請負調査として、みずほ情報総研株式会社が実施

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts
/assets/consumer_education_cms201_220609_01.pdf

＜食品廃棄物政策＞

国立法律情報センターHP「廃棄物管理法／폐기물관리법」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%8F%90%EA%B8%B0%E
B%AC%BC%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95

国立法律情報センターHP「廃棄物管理法施行規則／폐기물관리법 시행규칙」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%8F%90%EA%B8%B0%E
B%AC%BC%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%
EA%B7%9C%EC%B9%99

国立法律情報センターHP「食品廃棄物の発生抑制計画の策定サイクルと評価方法に関するガ
イドライン」

https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?chrClsCd=&admRulSeq=2100000192644

https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002562716
https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001104334
http://www.reha.kobegakuin.ac.jp/~rehgakai/journal/files/no11-2/ronbun01.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/f80d06b6299fbf3a/202203.pdf
https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/10/17/2019101701650.html
http://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=23203
https://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=31315
https://www.bokjitimes.com/news/articleView.html?idxno=22043
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2015-publications/caf-world-giving-index-2015
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/efforts/assets/consumer_education_cms201_220609_01.pdf
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https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?chrClsCd=&admRulSeq=2100000192644
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参考資料１ 文献等調査の出典
出典名 URL

環境部「環境白書2021」 https://library.me.go.kr/#/search/detail/5861735?offset=1

環境部「食品廃棄物従量課金制の施行指針／음식물류 폐기물 배출 및 수수료 등
종량제 시행지침」

http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?pagerOffset=0&maxPageItem
s=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10265&orgCd=&c
ondition.code=A6&condition.deleteYn=N&seq=7364

環境部HP「通知 食品廃棄物の従量課金制の実施に関するガイダンス／음식물쓰레기
종량제 시행 안내」添付資料

https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=39&boardCategor
yId=55&boardId=184785&menuId=290

環境部、韓国環境公団「2020年 全国廃棄物発生及び処理現況／2020년전국 폐기물
발생 및 처리현황」

https://www.recycling-
info.or.kr/rrs/stat/envStatDetail.do?menuNo=M13020201&pageIndex=1&bbsId=BBS
MSTR_000000000002&s_nttSj=KEC005&nttId=1200&searchBgnDe=&searchEndDe=

環境部を含む複数省庁 「食品廃棄物削減総合対策／음식물쓰레기 줄이기
종합대책（2010）」

http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?pagerOffset=1890&maxPageI
tems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10265&orgCd
=&condition.orderSeqId=4373&condition.rnSeq=1966&condition.deleteYn=N&seq=
6568

韓国環境公団HP「RFIDによる食品廃棄物管理システムの構築・運用／RFID기반
음식물쓰레기 관리체계 구축·운영」

https://www.keco.or.kr/kr/business/resource/contentsid/1569/index.do

韓国国立統計局データベースKOSIS「廃棄物処理現況_生活廃棄物（생활폐기물）」
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=106&tblId=DT_106N_99_3300350&co
nn_path=I3

仁川広域市桂陽区HP「事業所廃棄物／사업장폐기물」 https://www.gyeyang.go.kr/open_content/main/part/clean/place.jsp

日本貿易振興機構アジア経済研究所「アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提
供事業報告書 第1章 韓国における産業廃棄物・リサイクル政策」

https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/Commission/pdf/200509_0
1.pdf

韓国行政安全部「2022年地方自治団体行政区域及び人口現況(21.12.31.基準)／202
2년 지방자치단체 행정구역 및 인구현황(21.12.31.기준)」

https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=4
+XEIcHtqcUCanp4M4oRhanh.node20?bbsId=BBSMSTR_000000000055&nttId=929
93

中央日報／중앙일보 「韓国、一日の生ごみ２万トンの秘密…４分の１は食べる前に捨てられ
る（2022年1月17日）／하루 음식쓰레기 2만t 비밀…4분의 1은 먹기도 전에
버려진다」

https://www.joongang.co.kr/article/25041150#home

公益財団法人流通経済研究所 「海外における食品廃棄物等の発生状況及び再生利用等
実施状況調査（平成28年3月11日）」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/pdf/hokoku.pdf

小林富雄（2016）「韓国における食べ残しに関する食品廃棄物制度の分析─わが国の食品
リサイクル制度への示唆─」

https://doi.org/10.18921/amsj.24.4_46

呉佶鍾、酒井伸一、矢野順也（2015）「韓国と日本の食品関連廃棄物の政策と推進状況
の比較分析」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/26/0/26_223/_article/-char/ja/

環境省「令和３年度 食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実態調査
報告書」

https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/pdf/houkokusyo_r03.pdf

https://library.me.go.kr/#/search/detail/5861735?offset=1
http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10265&orgCd=&condition.code=A6&condition.deleteYn=N&seq=7364
https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=39&boardCategoryId=55&boardId=184785&menuId=290
https://www.keco.or.kr/kr/business/resource/contentsid/1569/index.dohttps:/www.recycling-info.or.kr/rrs/stat/envStatDetail.do?menuNo=M13020201&pageIndex=1&bbsId=BBSMSTR_000000000002&s_nttSj=KEC005&nttId=1200&searchBgnDe=&searchEndDe=
http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?pagerOffset=1890&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10265&orgCd=&condition.orderSeqId=4373&condition.rnSeq=1966&condition.deleteYn=N&seq=6568
https://www.keco.or.kr/kr/business/resource/contentsid/1569/index.do
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=106&tblId=DT_106N_99_3300350&conn_path=I3
https://www.keco.or.kr/kr/business/resource/contentsid/1569/index.dohttps:/www.gyeyang.go.kr/open_content/main/part/clean/place.jsp
https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/Commission/pdf/200509_01.pdf
https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do;jsessionid=4+XEIcHtqcUCanp4M4oRhanh.node20?bbsId=BBSMSTR_000000000055&nttId=92993
https://www.joongang.co.kr/article/25041150#home
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/pdf/hokoku.pdf
https://doi.org/10.18921/amsj.24.4_46
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/26/0/26_223/_article/-char/ja/
https://www.env.go.jp/recycle/foodloss/pdf/houkokusyo_r03.pdf
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参考資料２ 対訳表

原語（韓国語） 日本語

＜食品寄附＞

보건복지부 保健福祉部

식품기부 활성화에 관한 법률 食品寄附活性化法

식품기부 食品寄附

기부 寄附

푸드뱅크 フードバンク

전국기부식품등지원센터 中央寄附食品等支援センター

광역기부식품등지원센터 広域寄附食品等支援センター

기초푸드뱅크 地域フードバンク

푸드마켓 フードマーケット

신고확인증 届出確認証明書

기부식품 중앙물류센터 中央寄附食品等物流センター

푸드뱅크 운영관 데이타베이스
시스템

フードバンク運営管理データ
ベースシステム

생산물 배상책임 보험 生産物賠償責任保険

식품위생법 食品衛生法

형법 刑法

법인세법 法人税法

법인세법 시행령 法人税法施行令

소득세법 所得税法

소득세법 시행령 所得税法施行令

사회복지사업법 社会福祉法

관능검사 官能検査

原語（韓国語） 日本語

유통기한 流通期限

소비기한 消費期限

사용기한 使用期限

무인푸드뱅크 無人フードバンク

기부금 영수증 寄附金に関する領収書

기부식품등 영수증 寄附食品等に関する領収書

＜食品廃棄物政策＞

환경부 環境部

환경백서 環境白書

폐기물 관리법 廃棄物管理法

폐기물관리법 시행규칙 廃棄物管理法施行規則

자원 절약과 재활용 촉진에 관한
법률

資源の節約と再活用の促進に
関する法律

종량 과금제도 従量課金制度

생활폐기물 生活廃棄物

음식물류 폐기물 食品廃棄物

생활계폐기물 生活系廃棄物

사업장폐기물 事業所廃棄物

사업장일반폐기물 事業所一般廃棄物

사업장생활계폐기물 事業所生活系廃棄物

사업장배출시설계폐기물 事業所排出施設系廃棄物

건설폐기물 指定廃棄物

지정폐기물 建設廃棄物
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令和４年度消費者庁請負業務
「韓国における食品寄附の実態及び食品廃棄物・食品ロス削減に関する制度的対応についての調査業務」報告書

発注者 ：消費者庁 消費者教育推進課 食品ロス削減推進室
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